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平成21年第６回太子町議会定例会（第421回町議会）会議録（第２日） 
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   （開議 午前10時00分） 

○議長（熊谷直行） 平成21年第６回太子町

議会定例会第２日目におそろいでご出席いた

だき、ありがとうございます。 

 ただいまの出席議員は15名です。定足数に

達していますので、ただいまから平成21年第

６回太子町議会定例会を再開します。 

 これから本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手許に配りましたと

おりです。 

 これから日程に入ります。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１ 一般質問 

○議長（熊谷直行） 日程第１、一般質問を

行います。 

 質問されます議員諸君に申し上げます。 

 質問は一問一答方式で行います。質問、答

弁が終わるまで一般質問席でお願いします。 

 なお、念のため申し添えますが、質問、答

弁は簡潔明快にお願いします。 

 さらに、今期定例会では時間制により質問

を行うこととなっておりますので、よろしく
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お願いします。 

 それでは、順番に発言を許します。 

 まず、清原良典議員。 

○清原良典議員 ２番清原です。通告に従い

まして一般質問を行います。 

 いよいよあさって、政権選択なのか、政策

選択なのか、世紀の国政選挙が実施されるわ

けですが、それをもかき消す芸能界の薬物汚

染、朝から晩までノリピー、ノリピーとうん

ざりするぐらいのニュースの多さ。けさもテ

レビのスイッチを入れた途端にノリピー起訴

とかで、そして選挙関係の報道。災害の話題

など一つもありません。マスコミの対応にも

いささか疑問を持つところではありますが、

近年地球規模での環境変化が起こり、海外は

おろか国内全国各地での集中ゲリラ豪雨が頻

繁に発生し、最近におきましては、７月末に

は中国・九州北部豪雨、そして引き続き今月

の８日に陸地近くで発生した台風９号による

県西部・北部豪雨と、立て続けにとうとい

命、財産が奪われる結果となりました。特に

佐用町の場合、町行政の避難勧告のあり方に

ついて今後波紋を呼びそうですが、これらは

決して他人事ではありません。本町の今後の

対応について伺います。 

 まず１番に、集中豪雨に対して避難勧告、

避難指示を当然発令するわけですが、その場

合、何を基準に行うのか。 

 ２番目ですが、住民が危険を察知するため

の情報提供についてですが、佐用町では全世

帯にケーブルテレビを通じて情報が入るよう

になっていたにもかかわらずあのような惨事

が起きてしまいました。聞くところによりま

すと、雨の音が大き過ぎて聞こえなかったと

か、また電池、電源が切れていたとか、一部

このような話も聞くところですが、情報提供

の方法を伺います。 

 ３番目に、住民の命を守るためには情報伝

達や避難誘導に当然従来以上の迅速さが求め

られるわけですが、防災体制が生活環境課か

ら企画政策課に移管された今、危機管理体制

がどのように強化されたのか。 

 また、これを契機に地域防災計画の見直し

についてはどのように考えておられるのかお

尋ねをします。 

 ４番に、佐用町では雨の降り始めの８月９

日の降雨量が326.5ミリに達し、観測史上最

大を記録したとあります。ちょうどこの質問

書提出の21日の神戸新聞の情報ですが、万が

一太子町でこの状況が起こっていた場合の被

害予測並びに避難先、避難経路、またこの太

子町役場の冠水はどの程度を予測されておる

のか伺います。 

 ５番目に、ハザードマップ、防災マップ、

各家に配られてる、これですね、それと自治

会にこのような、各自治会ごとに防災マップ

が配られると聞いております。これにより危

険箇所の情報が各地区に通知はされてはいる

ようですが、私のように前役員より引き継ぎ

がきっちりと行われておらず、各自治会の危

険箇所が示されているマップが公表されず、

各自治会員に周知徹底されていないのではな

いかと思われます。町民の命と財産を守るこ

と、これは行政に課せられた最も基本的な使

命であると思います。 

 そこで、要望ではありますが、町民各人に

わかるように、町ホームページ上で明らかに

していただきたいが、いかがですか。 

 また、特に集中豪雨に対する浸水対策につ

いて、太子町には東に大津茂川、西に林田川

を有し、過去には両河川とも災害に遭った経

緯があります。河川整備並びに雨水整備の状

況を伺います。 

○議長（熊谷直行） 総務部長。 

○総務部長（佐々木正人） まずは、避難勧

告、避難指示を発令する場合の基準というこ

とでございますが、洪水に関しましては、大

きな被害が想定される浸水想定区域につきま

して、避難判断水位等を指標としまして、上

流における状況や気象台、河川管理者からの

情報、また町内各所を巡回することによって

得ました情報等を総合的にかつ迅速に判断い

たしまして発令することとしております。 

 特に重要なのは河川水位でございまして、
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本町に関連するこの林田川、大津茂川におけ

る水位の基準観測点は、林田川では誉、大津

茂川では勝原になりますが、避難勧告等の基

準となる水位につきましては、林田川は

1.9メートル、大津茂川は3.3メートルに達し

た時点で避難勧告を。また、はんらん危険水

位につきましては、大津茂川は４メートル、

林田川につきましては明示はございません

が、それに達した時点で避難指示を発令する

ということにしております。 

 水位の状況につきましては、河川管理者か

ら衛星ファクスによる連絡とともに、フェニ

ックス防災システムでも約１時間ごとに更新

される最新情報によりまして把握をしており

ます。 

 次に、住民が危険を察知するための情報提

供ですが、避難準備勧告、避難勧告、避難指

示等お知らせするためには、太子町災害対策

本部によりまして、広報車による巡回、戸別

巡回、自治会放送の依頼等行うとともに、た

つの市消防本部、太子町消防団に消防自動車

等によるサイレンでの巡回広報、戸別巡回、

たつの警察署によるパトカー等による巡回を

要請いたしまして住民の皆様に伝達するとい

うことにしております。 

 今後さらに速やかな情報伝達を行うために

は、防災行政無線等の整備や、ひょうご防災

ネットによる個人登録者向けにメールを配信

する方法ということもございますので、引き

続き検討を行っていきたいという考えでござ

います。 

 次に、防災体制が企画政策課に移管され危

機管理体制がどのように強化されたのかとい

うことでございますが、収集しました情報を

もとに速やかな判断を行うという点で、21年

４月から町長の直轄の指示、命令が迅速に行

える体制というものをとったものでございま

す。 

 今回の台風９号災害におきましても、８月

９日から10日にかけまして、町内の状況確認

や被災市町への支援体制等についても、秘書

広報係と連携することによりまして町長の意

思を内外に迅速に伝達ができ、速やかな対応

がとれたと思っております。そういうことで

危機管理体制が強化されたということでござ

います。 

 防災計画の見直しにつきましては、19年度

に大幅な見直しを、所管がえ部分を21年度に

実施をしております。今後検証される台風９

号災害、近年多発しておりますゲリラ豪雨等

の状況を踏まえまして適宜見直しを図ってい

きたいという考えでございます。 

 その次に、太子町で起こっていた場合の被

害予測ということでございますが、太子町洪

水ハザードマップでは、大津茂川、林田川流

域に100年に一回起こる大雨といたしまし

て、大津茂川は時間雨量66.2ミリ、林田川は

196ミリの日雨量に達した時点で堤防が破堤

したと想定して浸水範囲を示しております。

この場合の浸水想定は、石海地区の吉福南付

近が２メートル程度、沖代、岩見構が50セン

チから２メートル、福地南付近と太田地区の

町与、田中、東出ヶ丘、北村、沼田、上太田

付近で50センチ程度ということになっており

ます。今回の佐用町のような大雨による被害

想定は行っておりませんが、１日の総雨量に

おいてはハザードマップ想定の1.6から1.7倍

の雨量があったという点からかなりの被害が

出るものと予測されます。避難所では町内

23カ所のうち太田公民館、南総合センター、

太子東中学校などへの避難が困難であるとい

うことが考えられることから、避難経路にお

きまして多くの箇所で誘導に注意していく必

要があると思われます。 

 次に、町民各人にわかるようホームページ

で明らかにしていただきたいということでご

ざいますが、この防災マップは洪水ハザード

マップの作成と同時期に各自主防災組織が把

握されている詳細な情報を落とし込んで作成

をいたしております。洪水ハザードマップの

全戸配布にあわせまして各自主防災組織へ配

付しているものでございます。今後ホームペ

ージの掲載につきましては、防災マップを作

成するに当たりましては各自治会にいろんな
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意見を聞いておりますので、そういったもの

も考慮しながら慎重に検討を進めていきたい

というところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） 河川整備につ

きまして、河川整備並びに雨水整備につきま

してお答えいたします。 

 河川につきましては、林田川は国土交通省

が管理しておりまして、大津茂川は兵庫県が

管理しております。整備状況につきまして

は、昭和51年の17号台風後、河道や河床及び

堤防等の整備を実施し、おおむね完了してい

るんではないかというふうに考えておりま

す。 

 太子町におきます雨水整備につきまして

は、それも同様に51年当時から順次整備を続

け、約50％程度の完成を見ております。その

中で汚水事業もおおむねめどがつきましたこ

ともありまして、今後は雨水整備に着手して

いきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（熊谷直行） 清原議員。 

○清原良典議員 詳しく説明していただきま

したが、ハザードマップに詳細に書かれとる

と言われましたが、もう一つそうとも思わん

のんですが。昭和51年９月の災害を基準とし

て、生活環境課が平成19年から危険箇所の調

査をするために各自治会に聞き取り調査をし

て防災マップをつくったと聞いております。

そして、このように各自治会に渡しているよ

うですけども、余りこの周知されていないよ

うに思います。私自身、この佐用の災害があ

った後に慌てて自治会で防災訓練、図上訓

練、ディグ、ディグというんですかね、それ

をこの９月12日に行うように慌てて作業した

ところですが、どうもちょっと聞くところに

よると全自治会への周知がまだもう一つされ

てないんじゃないかということを聞いており

ます。 

 それと、林田川、国交省、大津茂川は兵庫

県が管轄されているのは理解するところです

けども、この数年前に上郡から有年あたりが

水害に遭ったことがありますが、河床高が暫

定高であったため多くの家屋が床上浸水など

の被害に遭われ、以後河床掘削をし完成断面

に仕上げたため先日の豪雨には有年あたりで

も床下浸水で済んだと知人から聞いておりま

す。林田川、大津茂川ともに暫定的な河床高

ではないのでしょうか。完成まで終わっとん

でしょうか。その辺を１点お聞きします。 

 また、太子西中学校あたりが大雨に遭うと

浸水するという現状は多くの者が周知すると

ころですが、８月11日の経済建設常任委員会

でも前日の９日、10日の件で太子町内での状

況を説明していただいた経緯もありますが、

あの気象レーダーで真っ赤に示されていた豪

雨地域がこの太子町に来ていたらとぞっとす

るわけですが、この西中の付近はあのままで

すと何らかの被害が出ていたと思われます。

以前の常任委員会でも出たことですけども、

太子西中のグラウンドを利用する調整池の検

討ですが、これを含め、現在のマップに図示

されている避難所並びに避難経路の再点検は

早急に行うべきではないでしょうか。お伺い

いたします。 

○議長（熊谷直行） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） お答えいたし

ます。 

 林田川の河床が暫定的かどうかというご質

問でございますけども、以前私が国土交通

省、当時建設省ですけども、聞いてますの

は、やはりＪＲの本線、山陽本線がどうして

もいわゆる橋脚がネックになってるといった

ことから暫定断面ではあるというふうには聞

いております。それ以降、片吹井堰の辺も若

干高いんではないかと。それより北に関し

て、いわゆる阿曽井堰と荒河井堰、あの辺に

つきましては、当時小さい井堰があったんで

すけども、今は同様の堰高ではなしに倍以上

の堰高になって河床をかなり下げていると。

それともう一点、たつの市側になるんですけ

ども、姫新線、これにつきましても当然いわ

ゆる橋脚の根が浅いといいますか基礎が浅く
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て、暫定的な形になってるということで、堤

防等につきましては十分整備されているんで

すけども、部分的には暫定的になってるとい

うふうには聞いております。 

 大津茂川につきましては、そういう情報は

ちょっと入っておりませんけども、以前から

比べたら、当然当時の井堰の関係を調べてみ

ましたら、やはりかなり深くなってるという

のは現状でございますし、上太田付近ではや

はり土砂がたまった時点で河床の掘削等もな

されております。 

 それと、太子西中近辺の浸水の件でござい

ますけども、今言われてましたように調整池

につきましては、いわゆる今現在行っており

ます雨水の基本計画の中でもそういうことも

十分検討しながら、すぐには対応はどうか

と、財政的な面でどうかと思いますけども、

やはり下流側から順次やっていく必要がある

んではないかというふうには考えておりま

す。ですから、西中付近とか、ほかのルート

も考えたり、いろんなルートを考えながら検

討していくといったことでございます。 

 以上です。 

○議長（熊谷直行） 総務部長。 

○総務部長（佐々木正人） 防災マップ、ハ

ザードマップの周知が足りないのではないか

ということでございますが、ハザードマップ

につきましては、住民の皆さんに一人ひとり

に多く関心を持っていただきまして、気象情

報に注意していただくとともに、ふだんから

お住まいの地域の危険箇所を把握していただ

くということで、ホームページや「広報たい

し」によりまして啓発の推進を行いたいと考

えております。 

 防災マップにつきましては、やはり防災マ

ップ作成に当たりまして各自治会から収集し

ました情報につきましては、各その自治会の

いろんな事情がございまして、他の自治会に

対しまして知られたくないというような内容

のものもございます。したがいまして、各自

主防災組織にお配りさせていただいてます防

災マップにつきましては、同じ１枚の中に３

自治会、４自治会が入ってございますが、知

られたくないという情報につきましては、近

隣の部分につきましては消去させていただい

てお配りしてるという状況でございますの

で、これにつきましてはなかなかホームペー

ジなりで住民に啓発を兼ねてするという、情

報提供するというところまではいろいろと問

題があるということでございますので、今後

また検討していきたいということでございま

す。 

○議長（熊谷直行） 清原議員。 

○清原良典議員 やはり自治会単位で難しい

問題があるなということを実感しました。時

の流れとして耐震補強工事も急務ではありま

すが、この防災の見直しも待ったなしです。

台風シーズンを迎える時期でもあります。早

急に町民の安全を守るための対策を要望して

おきます。 

 続きまして、今定例会での平成20年度決算

を踏まえ、今後の財政見通し並びに今後太子

町が目指すべき将来像について伺います。 

 まず１番に、昨年度の段階でも太子町と同

規模の自治体と比較した場合、基金残高は大

変低額であったと記憶しておりますが、基金

が底をつくと言われた平成23年度を目前に控

え、現在の財政状況で町政は今後も運営でき

るのか伺います。 

 ２番目に、先ほどの質問も踏まえ、将来的

に町政運営が困難となるおそれがある場合、

新たな財政負担、あるいは他市町との合併、

あるいは連携は視野にあるのか伺います。 

 最後に、本町においても今後数年で多数の

職員が定年退職を迎える予定ですが、それに

より専門職員の不足などで住民へのサービス

水準の低下など、適切な行政対応が果たして

できるのか。私自身が技術者として長い経験

がありまして、その中から危惧するわけです

が、特にスペシャリストが必要とされるイン

フラ施設の適正な維持管理のためには技術力

の確保が重要であると思われます。土木技術

職員の確保とともに、技術取得、継承等人材

育成にどう取り組んでおられるのか、後継者
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づくりが早急に求められるわけですが、今後

の対応策を伺います。 

○議長（熊谷直行） 総務部長。 

○総務部長（佐々木正人） 現在の財政状況

で今後も運営できるのかということでござい

ますが、今次定例会におきましても財政健全

化比率等をご報告させていただきましたとこ

ろでございます。この数字的には特に際立っ

て悪い数値ということではございませんでし

た。町としましては注意しなければならない

というのは、その数値に一喜一憂するのでは

なく、平素から倹約を旨とする姿勢がやはり

息の長い、しっかりとした町政を続けていけ

るものと信じております。今後も堅実な町政

運営に努めていきたいと考えております。 

 次に、将来的に新たな財政負担、他市町と

の合併、連携は視野にあるのかということで

ございますが、新たな歳入の確保につきまし

ては、第４次行政改革大綱にもうたっており

ますように今後検討する必要はあります。し

かしながら、新たな歳入の確保は住民の皆様

に負担を強いるものであり、慎重な検討が必

要となってきます。単に財政状況改善の目的

のみで検討するのではなく、少子・高齢化社

会の行政需要に対応し得る、足腰の強い財政

体質の構築、受益者負担適正化の観点から

中・長期的な視野でもって検討していきたい

と思っております。 

 市町合併につきましては、合併の適否につ

きましては、単に財政問題だけではなく、合

併後の自治体が提供する行政サービスと現太

子町の行政サービスとの比較、あるいは住民

の皆様の生活圏の問題、そういったものを総

合的な観点からの検討が必要となってまいり

ます。財政面につきましては、先ほど危機的

状況にあるわけではないという旨の答弁をし

ておりますが、現段階におきましては、太子

町としましては市町合併の必要はないであろ

うという考えでございます。また、将来の議

論につきましても、もし仮にその必要が生じ

た時点では、財政問題だけではなく、総合的

な観点から検討していきたいという考えでご

ざいます。 

 次に、後継者づくりが早急に求められるが

今後の対応はということでございますが、職

員の採用につきましては、定年等による退職

者の状況、行政事務の執行状況、今後予想さ

れる事務事業の推進、住民ニーズの動向及び

財政状況等を総合的に検討して、毎年定員管

理計画を定めて実施をいたしております。 

 専門職員につきましては、最近の制度改

正、住民ニーズを踏まえまして、保健師、介

護福祉士、管理栄養士等を採用し、高齢者福

祉や健康増進等の施策に対応いたしておりま

す。 

 土木技術職員につきましては、下水道等の

インフラ整備の完了、また厳しい財政状況等

に伴う公共工事の減少によりまして土木技術

職員が飽和状態になり、一部の職員は事務系

業務への転用をいたしております。 

 こうした状況の中におきましても技術取

得、継承等の人材育成につきましては、中堅

職員を中心としまして、兵庫県まちづくり技

術センター等の研修に派遣し、土木技術の向

上に努めております。 

 今後、技術系職員の退職の状況、業務の状

況等を勘案いたしまして任用等を考えていき

たいという考えでございます。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） 清原議員。 

○清原良典議員 お答えの中で安心する部分

もあったわけですが、福祉関係の専門職とか

事務職の補充は常に確認はしとんですが、私

も長い間土木を中心に建設業に携わってきた

わけですが、特に技術畑の職員とも顔なじみ

になり、また経験上職員を育成する苦労も十

分理解するところなんですが、小林君から下

がどうも入っとってないように認識しとんで

すけども、確かに公共工事もピークを過ぎて

技術者もそれほど要らないといえばそういう

ことになるんですけども、３年後の平成24年

には今の課長クラス以上が退職され、私の年

でさえ５年後です。今、技術を持っとられる

方々がたしか20人ぐらいと把握しとんですけ
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ども、いろいろ給食センターにおられる方、

斎場におられる方、福祉センターにおられる

方、さまざまですが、七、八年後には半数近

くが退職されるわけで、職員の心配までして

もらわんでもええと言われるかもわかりませ

んが、その辺で補充されないわけが、近い将

来やはり合併を視野に入れているのかなあと

思うところです。私の経験からいきました

ら、高校の先生から何人か就職を頼まれて何

年も何年も協力してきたんですけども、１人

の技術者を育てんのに結構な年月と金がかか

ります。三、四年してやっと仕事を覚えてく

れて一本現場を任せようと思たら、１万円ほ

ど給料がええとこにかわってしまう。怒った

ら次の日から会社に来ない。いろいろとつら

い経験もありますが、本当に１人の技術者を

育てるにはそうやすやすとできないというこ

とを身にしみて経験しておりますので申すん

ですけども、いずれにしても人材育成、後継

者づくりは非常に大事なことですので、その

辺について再度お伺いをいたします。 

○議長（熊谷直行） 総務部長。 

○総務部長（佐々木正人） 職員の事務、技

術、そういうものにつきましても当然定員管

理計画というものを計画いたしております。

その中でもって採用、技術、そういう専門職

的な者の採用ということを決めております。

したがいまして、現在は技術職の中で管理職

になりましたら事務的なものの比重を占めま

した業務をさせておりますが、太子町の場合

事業課というものの中の数がしれております

ので、当然事務のほうへ転用という形になり

ます。その中でもって現在おる技術職員の補

充といたしましては、その定員管理計画の中

でもって採用というものを決めていきたいと

いうことでございます。事務職につきまして

は毎年度の採用がございますが、技術職につ

きましてはやはり隔年ごとというんですか、

３年置きとか、そういった中で計画を立てて

るということでございます。 

○議長（熊谷直行） 清原議員。 

○清原良典議員 わかりました。 

 以上をもって私の質問は終わるわけですけ

ども、一言、意見も答弁も要りません。 

 私は以前から教育委員会が長年継続されて

おります人権学習に異論を唱えている一人な

んですけども、異論を唱えもって助言者を頼

まれてやっとるわけで、何のこっちゃという

ことにもなるんですけども、圓尾哲一前教育

長はこの議場で最後のあいさつで大変ショッ

キングなことを言われました。人の過ち、ミ

スを物陰に隠れて見ていた者がいた。私は恩

師である圓尾先生が何でこんなときにと驚い

たわけですけども、法律を犯せば罰せられる

というのは当然のことです。しかし、倫理と

か人権とかは非常に難しいグレーゾーン的な

ところがあります。継続することは学びであ

ると言われて今日も人権学習を続けておられ

ますが、寺田教育長は教育には６つの大事な

柱があるとたしか言われたと思いますが、以

前から不祥事が多く、また今回も大変なこと

が起こっております。だれもが今どこに落と

しどころをつくるんかと注目をされておりま

す。間違いのない判断をされ、人権教育にお

いても新しい風を送り込むべきではないでし

ょうか。そして、近い日に訪れるであろう新

型インフルエンザ、的確なる指導のもとに徹

底また改善されることを要望いたしまして私

の一般質問を終わります。 

○議長（熊谷直行） 以上で清原良典議員の

一般質問は終わりました。 

 次、橋本恭子議員。 

○橋本恭子議員 橋本恭子、通告に従いまし

て一般質問を行います。よろしくお願いいた

します。 

 まず初めに、ハートマークの緊急安心カー

ドについて伺います。 

 ひとり暮らしのお年寄りが急に体調が悪く

なって救急車に来てもらった場合、緊急安心

カードがあるとすぐ病院へ搬送されて、医師

の対応が早く、命が危ないときでも助かる率

が高いと思われます。 

 今年の５月ごろＮＨＫテレビで、小樽市の

例で、民生委員さんの発案で、ひとり暮らし
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のお年寄りを地域で見守り支えるために、行

政と民生委員と消防署と警察署と連携をと

り、ハートマークの緊急安心カードをつく

り、住所、氏名、生年月日、血液型、かかり

つけの病院、常備薬、アレルギー、健康保険

証番号を書いて、この容器ですが、このカー

ドを100円ショップで売っている──105円で

ありますが──プラスチックのケースに入れ

て冷蔵庫に保管しておく。消防署と協議して

冷蔵庫の扉にハートマークを張り、カード保

有者を一目でわかるようにする。いざという

とき慌てて保険証が見つからないこともあり

ますので、保険証のコピーを入れることも必

要かと思います。 

 太子町においては平成21年度、町長施政方

針の中で、平成21年度から安心見守りコール

事業として、看護師の専門スタッフが24時間

体制で待機する受信センターへ電話回線を利

用した端末機を通していつでも相談でき、受

信センターからも定期的に安否確認を実施

し、緊急時は受信センターから消防署に救急

搬送を要請することもできる事業を開始しま

すとありましたが、もう開始されたと聞いて

おります。緊急通報装置が電話回線を利用し

た端末機になるので、90名の方が変更された

と聞いております。 

 救急車が来ても話せないとき、このカード

があると安心です。全国的に広がりつつあっ

て、10カ所ぐらいしているそうです。プラス

チックケース、100円ショップで105円で買え

ます。たとえ100名の方に配付しても１万

500円で、お金もかかりません。導入したら

いかがでしょうか。それについて伺います。 

○議長（熊谷直行） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） お答えをいた

します。 

 万が一の救急時の状況はだれもがパニック

になりまして、なかなか冷静に行動ができる

ものではないということはただいまご指摘の

とおりかと思われます。 

 そこで、迅速な対応ができるということで

非常に評価が高まっております小樽市の例を

もって今ご紹介をいただきましたが、本町に

おきましては、この小樽市がやっておられま

す緊急安心カードに似ました緊急連絡票を既

に８年ほど前から社会福祉協議会のほうで取

り組んでいただいております。小樽市のよう

に冷蔵庫での保管ではございませんで、おう

ちの中のよく目につくところにかけておいて

いただくという、Ｂ４サイズの大き目の厚紙

の緊急連絡票でございます。 

 本日のこの機会に、ひとり暮らし高齢者の

緊急時必要な内容につきまして、高齢者福祉

を持っておりますさわやか健康課と救急隊の

太子消防署、それに緊急連絡票の取り組みを

していただいております社会福祉協議会等々

の関係機関で協議を行いまして、現行の緊急

連絡票のコンパクト化、また保管方法の見直

しなど、リニューアルというふうに向けまし

て検討を加えたいというふうに考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） 橋本議員。 

○橋本恭子議員 私は、社協がさわやか健康

課とタイアップしながら消防署と連携をと

り、そういうカードというんでしょうか、家

の中でよく見えるところに置いているという

のは初めて聞きましたので、やはり町民の方

はそういうことを知られておりませんので、

周知が徹底してないかと思います。私、この

テレビを見たときに、ああ、いいことだなと

思ったんですが、まさか太子町で８年前から

取り組まれてそういうことがなされてるなん

て、報道がもっとされてたらよかったんでは

ないかな、皆さん周知していただくほうがい

いのかなと思います。 

 それで、今、８年前から取り組んでいたと

いうことでありますが、社協がどのような、

何人ほどに今そういうカードを出されて、最

初の、これは小樽市の例を私は言ったわけで

すが、発案というんでしょうか、どういう、

民生委員さん、ここは小樽市は民生委員さん

の発案でこういうカードができております

が、それについての最初、発足というんでし
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ょうか、そのときの経緯というんでしょう

か、それについて伺います。 

○議長（熊谷直行） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 私も詳しくは

わからなかったんですが、聞きますと、８年

ほど前から民生委員さんと共同というような

形で取り組みがされたということで、まず安

否確認というんが一つの行われておる基本で

ございまして、そこにこういった緊急時の連

絡票を加えた形になったというふうに聞いて

おります。ちょうど毎年１回、ひとり暮らし

の高齢者の方々に安否確認も含めまして、お

誕生日に善意銀行からお祝い金の配付といい

ますか、をさせていただいておりまして、そ

の方々が今で大体450弱というふうに数は聞

いとるんですが、大体その450弱程度がこう

いった緊急連絡票を掲げておられる。中には

どっかに紛失された方もあるかと思います

が、年一回はそれらの確認もされておるよう

に思います。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） 橋本議員。 

○橋本恭子議員 なかなかいいことで、年一

回ぐらいな、お誕生日に善意銀行がちょっと

お祝い金を持っていかれて、450名の方に安

否確認というんでしょうか、それをされると

いうことですが、平素民生委員さん回ってく

ださってるので、ひとり暮らしのお年寄りは

安否確認ができるかなと思いますが、この小

樽市の例は冷蔵庫に入れてて、今見せました

ように住所、氏名、生年月日、血液型、かか

りつけの病院、常備薬、アレルギー、健康保

険証の番号が書かれてあるので、やはり即お

薬の感じからお医者さんにわかるわけで、消

防署の人も結構わかるので、常時冷蔵庫にハ

ートマークをつけていただいて、そして置い

ていただいて、もっとお一人おひとりが安心

して、救急車来ていただいたときにすぐわか

るような状態にしてほしいと思います。 

 それで、一つの例ですが、もう一つは違う

とこなんですが、地域で見守ろうということ

で黄色い旗を、子ども110番みたいな旗なん

ですけども、朝ちょっと玄関先に出してて、

晩、夕方お年寄りが入れとくということで、

安否確認をするために地域でそういう支え方

をしているという例も出ておりました。それ

で、私はやはりできるだけ65歳以上でも急に

ひとり暮らしされてて亡くなる方、例えばこ

の間テレビで言うてましたように女優の大原

麗子さん、62歳がだれにも気づかれずに死後

何日かたっていて、弟さんが連絡してやっと

わかっていただいた、そういうふうなことが

あるようなので、やはり太子町においては地

域で見守り支えてあげたいので、どうしても

このお金のかからない、ぜひとも早急に緊急

安心カードを導入してくださって、強く即し

ていただけることを要望いたしまして次の質

問に入ります。 

 豪雨災害の支援について伺います。 

 この災害で亡くなられた方に謹んでお悔や

み申し上げますとともに、また被害に遭われ

た方に災害お見舞い申し上げます。 

 それでは入ります。 

 熱帯低気圧から発達した台風９号が８月８

日と８月９日に来て、９日夜、近畿、中四国

に被害をもたらした豪雨で、兵庫県佐用町、

朝来市で避難途中住民が一気に増水した川に

流されました。16日の新聞によると、兵庫県

では佐用町、死亡者18人、行方不明２名、朝

来市、死亡者１名、豊岡市、死亡者１名、岡

山で死亡者１名、徳島で死亡者１名というこ

とで、15日午後11時ごろ各県警の調べによっ

て死亡者がたくさん出ております。 

 佐用町は被害が大変大きいため、20日の新

聞によりますと、県の災害対策本部会議によ

ると、佐用町のはんらんなどによる被害は道

路や橋、堤防など1,214件で、計約114億円に

上ると被害報告されております。国に災害復

旧の支援を求めております。太子町の住民の

方が、近隣でこんなに大きな被害が起きて、

宍粟市や佐用町に新聞とか広報で行政として

何か支援してるのかな、報道がないのでわか

らないんだけどと心配されています。 

 それで、１点目伺います。町として豪雨災
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害が発生してから支援状態をどのようにされ

ているでしょうか。 

 ２点目、町として今後はどのように対策と

いうんでしょうか、この災害について考えて

いるか。 

 ３番目、太子町防災計画、先ほどの清原議

員でも言われておりましたが、大丈夫でしょ

うか。そこについて伺います。この防災計画

については、この間「広報たいし」の８月号

で、町を襲う危機への備えということで、地

域の防災力で川島と北之町の自主防災組織の

活動状況が掲載されておりましたが、避難誘

導に対する体制を整えているとか、毎年外部

から講師や消防署の署員を招いて防災の学習

をしているとか、そういう状況は書かれてお

りましたが、それについて伺います。 

○議長（熊谷直行） 総務部長。 

○総務部長（佐々木正人） 豪雨災害が発生

してからの支援状態、状況ということでござ

いますが、町としましては、支援に対しまし

ては、大きく分けて、まず１つ目として物資

の支援、２つ目に人的支援、３つ目にボラン

ティア等への支援と、この３点について行っ

ております。 

 まず、物資につきましてでございますが、

佐用町の被害が明らかになりました８月10日

の午前中には西播磨地域災害時等相互応援に

関する協定というものがございます。それに

基づきまして要請のありました飲料水と毛

布、飲料水につきましては２リットルのペッ

トボトルを328本、それと毛布200枚でござい

ますが、それを積み込みまして職員が現地に

すぐ搬送いたしております。 

 ８月12日には兵庫県及び市町相互間の災害

時応援協定に基づきまして、県から依頼のあ

りました軍手、マスク、アルファ化米を８月

14日に直接搬送いたしております。 

 次に、人的支援でございますが、これにつ

きましてはまず給水支援ということで、８月

10日の午前中に要請のありました兵庫県水道

災害相互応援に関する協定というものがござ

います。それに基づきまして、現地対策本部

より水道が復旧したことにより要請がなくな

ります８月18日までの間、給水車１台と２

名、延べ16名でございますが、職員を派遣い

たしております。 

 廃棄物処理に関しましては、西播磨地域災

害時等相互応援に関する協定、これに基づき

まして、12日から３トンダンプ２台と人員５

名を毎日派遣いたしておりまして、８月26日

まで継続をいたしております。 

 27日以降につきましては、向こうからはも

うよろしいという返事をいただきまして中止

をいたしております。 

 それと、被害認定事務ということでござい

まして、これは被災市町より兵庫県市町振興

課を通じまして要請のありました被害認定関

連事務の可能な職員の派遣の要請がございま

した。８月19日に２名を派遣いたしておりま

す。 

 それと、罹災証明補助業務ということで、

罹災証明発行の補助事務につきまして、これ

は29日になるわけでございますが、あすに２

名派遣予定ということでございます。 

 それと、ボランティア等の支援といたしま

しては、消防団、日赤奉仕団、公共的団体が

行うボランティア活動におきまして、現地ま

での輸送や現地におけるボランティア登録等

の調整を行っております。 

 今後どのように町としてするかということ

でございますが、今後も要請があれば人員、

物資について可能な限り速やかに支援を行う

予定はいたしております。 

 それと、太子町防災計画は大丈夫かという

ことでございますが、現時点での防災計画に

つきましては機能するであろうと思っており

ます。しかしながら、近年実際に近隣でこう

いった大きな災害が起こっておりますので、

そういう災害をこうむっていない町といたし

ましては、新たな災害の検証結果を教訓とし

てとらえながら、そういう防災計画につきま

しての時点修正を行っていきたいという考え

でございます。 

 それと、自主防で川島と北之町でしたか、
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その体制ということでございますが、これに

つきましては各地区の自主防災組織に啓発を

いたしまして今後強力に推し進めていただき

たいというような啓発を行っていきたいとい

うことでございます。 

○議長（熊谷直行） 橋本議員。 

○橋本恭子議員 丁寧に説明ありがとうござ

います。 

 支援については物資、人的、ボランティア

ということで、県のほうからは物資の要請が

あって、宍粟と佐用町にサージカルマスクと

かタオルとか、それからアルファ化米という

んでしょうか、それからぞうきんとかという

ことも聞いておりますが、そういうのもやは

りあったんでしょうか。 

 それと、今、毎回というんでしょうか、ダ

ンプが８月29日でしょうか中止ということで

よかったなと思っておりますが、この災害に

ついてはテレビでも出ておりますように中心

部だけが大分整備されているような気がしま

すが、まだ僻地というんでしょうか、山のす

その辺はまだまだ大変な状態だと聞いており

ます。それで、今清原議員が一応たくさん聞

かれて重複していた部分があるんですが、や

はり町民の方は新聞にも広報にも見ても何に

も太子町はしてないんかなあとかという声を

たくさん聞いてて、いや、しとってんですよ

ということで私もよく言ってましたが、やは

り近くでこんな大きな被害があるとみんな自

分のことのように思えて、ほいでもう助けて

あげたいというのがたくさんやったと思いま

す。それで、この間、ちょっと新聞によりま

すと消防団の人が行方不明の方を警察とタイ

アップしながらお二人を捜している状態で、

まだ見つかってないとか、そういうふうに書

いてあるわけですが、できるだけ今後の要

請、人的に要請があれば協力を、この役場の

職員の方も大変であろうかと思いますが、で

きるだけ協力していただいて早く復興できる

ように、これ指示があると思いますが、でき

るだけ大変なんですが協力というんでしょう

か派遣していただきたいと思いますが、もう

少し２番について説明を求めます。 

○議長（熊谷直行） 総務部長。 

○総務部長（佐々木正人） 今後どのように

町としてするかということでございますが、

これは被災地からの要請、要望と支援、供

給、そういったものには時間とか数量の差が

ございまして、現地で混乱を招いてきたとい

う阪神・淡路大震災以後多くの災害における

教訓から、現在ではその支援につきましては

都道府県や広域行政圏等の単位での要請、要

望を受けて、そういう整理をしながら人員や

物資の派遣をしていくということになってお

ります。したがいまして、太子町につきまし

ても当然そういった協定に基づく中で体制を

整えて、できる限りの支援をしていきたいと

いうことでございます。 

○議長（熊谷直行） 橋本議員。 

○橋本恭子議員 それでは、大変かと思いま

すが、51年の災害のときも大変でしたので、

今清原議員が言われたように、お一人おひと

りが防災のときの行政に係る公助には限界が

あると思いますので、みずからも生命を命を

守るために自力や地域の力が助け合う協力、

共助も必要かと思いますので、みんなで災害

についてもう一度再度見直して勉強したり、

それから体験があるときは参加するようにし

たいと思います。今後ともそういうふうな訓

練をしていただいて協力をお願いしたいと思

います。よろしくお願いいたします。 

 以上です。質問終わります。 

○議長（熊谷直行） 以上で橋本恭子議員の

一般質問は終わりました。 

 次、中島貞次議員。 

○中島貞次議員 では、３番公明党中島貞次

でございます。通告に従って質問いたしま

す。 

 まず初めに、８月９日、西播磨を襲った集

中豪雨によりまして佐用町を中心に多数のと

うとい命が犠牲になったことに対しご冥福を

お祈り申し上げます。また、被災された多く

の方々に対しお見舞い申し上げます。そし

て、一刻も早い復興を念願いたします。 
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 まず、初めの質問に移りますが、緊急メー

ルについてであります。 

 以前本会議で、学校からの連絡で携帯メー

ルへのそのメール配信についての実施を要望

いたしましたが、その後の経過、進捗ぐあい

についてまず１点お尋ねいたします。 

 ２点目として、先ほども述べましたが、今

月９日、播磨南西部を中心に豪雨被害があり

まして多数の犠牲者が出ました。私自身８月

10日、11日に現地に入り、救援活動を行って

きました。そこでは家屋が流されたり、壊滅

状態になった現場を見て、改めて阪神・淡路

大震災以来の自然の脅威をまざまざと実感し

た次第であります。家屋が流されたり、その

ような現場をつぶさに見て感じたことは、一

刻も早い情報発信の必要性を感じました。 

 そこで、このような場合に大雨、洪水等の

警報あるいは避難勧告等の警報等出たなら

ば、町として速やかな対応をとるためにもメ

ール配信による防災緊急情報を各個人に知ら

せてはどうかと思います。 

 先日の委員会でも、河川の場合、龍野土木

事務所から水防指令が出まして、先ほど３段

階詳しく総務部長言われましたけども、太子

町災害対策協議会で審議され、避難勧告等の

勧告が出ると。それから、各自治会で自治会

放送並びに町より災害広報班が出て町民に知

らせるということをお聞きしました。 

 ところが、日ごろ実感しておりますが、窓

を完全に締め切った場合に自治会放送が聞き

取れない。パトカーのサイレン、消防車の警

告灯の音は聞こえますが、例えば最近選挙公

報の車が走っておりますが、窓を閉め切った

状態で何か通っていたなという程度にしか聞

こえない場合があるわけです。しかも、家の

場所によっては非常に聞きづらいという場合

があるわけですから、直接メール配信すれば

各個人にそういう情報が入るというふうに思

うわけです。 

 特に最近は女性の方でも、後ほど女性の問

題が出てくるんですけども、女性の方でも仕

事に出て働いておられる、24時間、今は朝出

て夜、夕方帰ってくるという仕事ではありま

せんし、夜出て夜帰ってくるという仕事の方

もいらっしゃいますし、そういう意味で仕事

中でもそういう緊急の避難メール等があれば

即刻家に連絡をとって、気つけなさいよとい

う方法もとれるわけであります。 

 ですから、情報というのは必ずこれをすれ

ばすべて住民の方に情報が知れ渡るというも

のではなく、２つ、３つ、４つ、いろんな情

報を与えることによって周知徹底できるとい

うのが現実の姿ではないかと思いますので、

そういう防災に関してもその体制整備につい

てお尋ね申し上げます。 

 現在、私は前回の本会議でも申しましたが

防犯ネットを登録しておりますが、ほとんど

毎日何か事件があれば入ってきます。先日も

糸井でちょっと事件がありましたけれども、

そういう感じで、あ、メールかな、議会から

メールかなと思うと防犯からのメールやった

というふうな感じで、非常にそれを見ること

によって安心しますので、その体制整備につ

いてお尋ね申し上げます。 

 以上です。 

○議長（熊谷直行） 教育次長。 

○教育次長（塚原二良） お答えをさせてい

ただきます。 

 学校からの緊急メールについてでございま

す。これにつきましては、６月の議会に緊急

メールによる情報発信についての一般質問を

いただきました。学校での携帯緊急メールの

活用を研究していきたいというようなご答弁

をさせていただいたところでございます。そ

の後、校園長会において携帯の緊急メールの

問いかけをいたしました。緊急の連絡は時間

短縮ができます。迅速性のある有効な手段と

の認識はされておりましたが、その中で導入

の経費、また管理の経費、また情報管理等整

理する問題があるということで、近々に整備

との意見の集約にはならなかったというとこ

ろでございます。 

 私のほうからは以上でございます。 

○議長（熊谷直行） 総務部長。 
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○総務部長（佐々木正人） メール配信の体

制の整備ということでございますが、本町に

おきましても近年短時間に集中的な雨量を記

録することが多くなっております。その速や

かな情報伝達手段として、ひょうご防災ネッ

トに参画し、個人で登録してもらう形の携帯

電話のメールによる緊急情報の提供も引き続

き検討していきたいとは考えております。 

 メール配信につきましては、携帯電話所有

者、メール利用者、メール配信登録者に限定

をされてしまいます。現在でもその登録者数

が少ないということが問題となっております

ので、地域防災計画にうたわれております広

報車の巡回、自治会放送の依頼、各関係機関

等の協力を得て行う戸別巡回などの基本的な

対応の補助的役割としてのメールの体制整備

ということで、引き続き検討のほうを進めて

いきたいということでございます。 

○議長（熊谷直行） 中島議員。 

○中島貞次議員 ありがとうございます。 

 まず、初めの学校からの連絡の携帯メール

ですが、この携帯メールについては、まず一

つは保護者の方が安心できるということで

す。ある家で、ある家庭の子供さんですけど

も、予備校へ行っていますと。本当にその子

が、近くの予備校であればいろんな情報が入

って、来ているよ、来ていないよとかという

てあるんですけども、遠い予備校へ行きます

と、本当に行っているのかどうかというのが

不安になる場合があるわけです。朝出て夜帰

ってくるという生活を送っているわけです

が、行ったふりしてどっか行っとんちゃうか

というふうなこともありますんで、その場合

には必ず予備校から本日は休んでいましたよ

とかというふうな情報が入ってくるわけで

す。これは予備校の例なんですけども、そう

いう意味で学校と家庭と、家庭、保護者です

けども、保護者とのタイアップが、文書であ

れば１日どうしても遅くなっちゃうという意

味でメール配信という、メールによる連絡、

相互の連携というのが非常にスピーディーで

あり、あるいは子供さんの事故を未然に防ぐ

意味でも大変重要ではないかというふうに考

えております。そういう意味で、今後もまた

さらに校園長会等通じて検討お願いしたいと

思いますが、その点について答弁お願いしま

す。 

○議長（熊谷直行） 教育次長。 

○教育次長（塚原二良） このたびのこの新

型インフルエンザの関係でも、今現在のとこ

ろでございましたら電話による保護者から保

護者へというような、そういう連絡網でもっ

て対応してきたところでございます。 

 校園長会では、この中で話が出ましたの

は、経費もかかってくるというようなことも

ございますので、これは今議員さんからも言

われましたように、保護者また教員からの今

後の機運といいましょうか、今の状態でどこ

までいけるんか、今とりあえずはそこまでは

余り、今の対応でできておりますので、今後

についてもう少し学校、今既に取り入れてい

る学校等ございましょうし、そこら辺の活用

状況等についても調査、また問題点とか利点

とか、そういうメリット、デメリットもあわ

せまして整理、研究していきたいというふう

に考えております。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） 中島議員。 

○中島貞次議員 ありがとうございます。 

 そういう意味で、子供を守るという一つの

意味もありますし、家庭と学校が互いに意思

疎通するというか、文書というのは一方通行

の可能性が高いわけです。例えば出欠とりま

すので送ってください言われれば返しますけ

ども、返す人もいないと、一部ではそういう

状況も生まれますんで、メールというのはひ

ょっとしたら一部の人という可能性もなきに

しもあらずなんですけども、全員が全員、全

保護者がメールできるかというと、それはで

きない人もありますし、その辺いろいろ問題

点はあろうかと思いますが、今後その辺。と

ころが、今の時代、社会を考えますと、メー

ルというのは非常に有効な手段であるという

ふうに考えますんで、今後ともよろしくお願
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いしたいと思います。 

 次に、防災のメールのほうなんですけれど

も、これはひょうごのそういう防災ネットと

いうのはあるんですけれども、私も防犯ネッ

トは入っとんですけども、例えば身近な町、

太子町内で起きた事件等があれば非常に密接

に感じるわけです。ところが、その防犯ネッ

トの中には結構遠い場所で、例えば神戸でそ

ういうカードの詐欺事件が起きたとかという

情報も入ってくるわけです。すると、あ、神

戸かというふうな意味合いを私自身感じるわ

けです。そういう意味で、結構広い範囲を取

り扱う場合もありますんで、これは防犯ネッ

トのほうなんですけども、例えば町内でこう

いう状況やと、広域的でなしに太子町ではこ

うやという情報というか。もっと細かくいき

ますと、実現無理かどうかわかりませんけど

も、太子町のＪＲ線より南はどうかとかと、

そういう、そこまでいけばすごいんでしょう

けども、そういう町内の情報をできる限り町

内で発信してほしいというのが思いなんです

けれども、その辺について再度お伺いしま

す。 

○議長（熊谷直行） 総務部長。 

○総務部長（佐々木正人） まず、このひょ

うご防災ネットというのは、兵庫県と県下現

在21市４町が加入されております。それは各

市町単位でやるんではなく、このひょうご防

災ネットというとこに参画をされて初めてそ

こから情報が発信されるというシステムでご

ざいます。 

 まず、そのサーバーの管理というのはラジ

オ関西が行っておりまして、そこに各市町が

参画する場合は年間の使用料を払って登録を

すると。そして、例えば太子町で起きた事件

であれば、そこに報告というんですか通信を

しまして、そこから各その防災の加入されて

ますメールの登録者のとこへ自動的に配信さ

れるというシステムでございます。 

 だから、多分太子町の分は太子町が加入し

てないですから、当然そのメールでもってそ

ういういろんな情報が発信されないというこ

とでございます。近隣では、たつの市とか上

郡、宍粟とか、そういったところが当然加入

をされてますから、そういう地域の情報がメ

ールとして登録された方に発信されてるとい

うことでございます。 

 したがいまして、太子町だけを特定して太

子町の方の分に発信するということはできる

んかどうか、そこまで詳しくは私も知りませ

んが、あくまで太子町がそういうネットに加

入をして、そこから初めて情報が発信されま

すので、逆にたつの市の方であっても神戸市

の方であっても太子町の情報が届くという、

そういうシステムでございます。 

○議長（熊谷直行） 中島議員。 

○中島貞次議員 先ほど部長が話しされまし

たが、ということは現在防災ネットにおいて

太子町内の情報というのは発信されていない

ということになります。そういう意味で、今

後そういう太子町自身が防災ネットに加入す

るということは考えておられるんですか。 

○議長（熊谷直行） 総務部長。 

○総務部長（佐々木正人） それは先ほども

申しましたように、メールの登録者があって

初めて成り立つもんでございますから、そう

いった方がまだ現在兵庫県内におきましても

数が少ないということでございます。したが

いまして、太子町としてはそういうものとの

比較の中で今後検討していきたいということ

でございます。 

○議長（熊谷直行） 中島議員。 

○中島貞次議員 ひょうご防災ネットに関し

てですけども、そういう意味で私自身防災ネ

ットについては知らなかったわけで、今後い

ろんな意味でこういうシステムもあるよとい

うことで情報発信していただきたいと、要望

ですがお願いいたします。 

 次に移ります。 

 スクール・ニューディール構想についてお

伺いいたします。 

 スクール・ニューディール構想は文部科学

省から出ているわけですけども、学校施設は

そこで学ぶ児童・生徒のみならず住民にとっ
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ても最も身近な公共施設の一つですと。この

ため、安全・安心で環境に優しい学校づくり

を進め、耐震化、エコ化、ＩＣＴ、情報通信

技術化といった課題に取り組んでいくこと

は、児童・生徒だけでなく地域や社会全体に

とっても重要なことですというふうに文部科

学省からお知らせが通達が来とうわけです。

その中で３点ありました、耐震化、エコ化、

ＩＣＴ、情報通信技術化と、この３点につい

てお尋ねいたします。 

 まず、１点目の学校の耐震化の推進につい

てであります。 

 Ｉｓ値0.3未満の施設の耐震化が今現在進

んでおります。それについての実施計画とい

いますか、完成予定といいますか、それをお

尋ねいたします。 

 それと、Ｉｓ値0.3以上、0.3以上といいま

しても、以上ですから非常に幅が大きいとい

うこともありますが、0.4でも0.3に近いわけ

ですから危険度は大きいわけですが、そうい

う0.3以上の施設について今後の耐震化計画

はどういうふうになっているのかと。当然、

既に0.3以上の施設はどこどこ、0.3未満はど

こどこで、0.3以上の施設はどこどこかとい

うことについてそれぞれわかっておられると

思いますけれども、その計画についてお尋ね

いたします。 

 ２点目は、学校のエコ化の推進についてで

あります。 

 学校に対しての太陽光発電を導入したり、

二重サッシにしたり、断熱ガラスや断熱材、

それから節水型トイレ、あるいは省エネ機器

の導入によります省エネ改修、あるいは校庭

の芝生化、ビオトープ等の設置などについて

の今後の取り組みに対する考え方をお尋ねい

たします。 

 ちなみにビオトープというのは、おわかり

になられる方も多いと思いますが、普通の野

生の動植物が一つの生態系を保ちながら生息

する環境をつくるというようなことで、公園

などにもつくられたり、学校の中でもそうい

う野生の小さな生き物が生息するような環境

を一つの校庭の中でつくって、その成長段階

を勉強していくと。学校でよく行われている

のは、例えば学校の校庭の中に清流をつくっ

て蛍を生育するとか、あるいはそういう小動

物を、トンボをその中でヤゴから育てながら

育成してトンボにさせるとかというふうな、

そういう取り組みがいろんな学校等では行わ

れておりますが、それらについての今後の取

り組みについて考え方をお尋ねします。 

 ３点目は、学校のＩＣＴ化の推進について

であります。 

 ８月の臨時議会におきまして、国の経済危

機対策臨時交付金等によりまして、太子町に

おきましても学校のＩＣＴ化が大きく前進す

ることになり喜ばしく思っております。その

中で、50インチ大型テレビの設置、電子黒板

の設置、コンピューターの配備、あるいは校

内ＬＡＮの整備等が予算化されましたが、今

後の実施予定についてお尋ねします。 

○議長（熊谷直行） 教育次長。 

○教育次長（塚原二良） お答えをさせてい

ただきます。スクール・ニューディール構想

関係についてでございます。 

 まず、１点目の部分でございますが、学校

施設は児童・生徒のみならず住民にも最も身

近で、公共施設の一つであり、安全・安心で

環境に優しい学校づくりが重要でございま

す。国において21世紀の学校にふさわしい教

育環境の充実を図るためスクール・ニューデ

ィール構想を提唱し、各地方自治体に対して

積極的な事業化の要請がされております。内

容の柱として、学校の耐震化の早期推進、学

校のエコ化の改修、学校ＩＣＴの環境の整備

となっております。 

 まず、１点目の学校の耐震化でございま

す。 

 学校施設は児童・生徒が一日の大半を過ご

す活動の場でございます。地域住民の応急避

難場所としての役割も果たすことから、安全

性の確保の取り組みをしていきます。 

 具体的な耐震化の事業計画ですが、21年度

はＩｓ値0.3未満の龍田小学校の耐震化の工
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事を現在実施しております。本年度内の完了

の予定をいたしております。 

 それと、Ｉｓ値0.3以上の斑鳩小学校の校

舎の耐震化の実施設計ですが、年内の完了予

定で、工事は本年度に発注しまして、22年度

に完了する予定でございます。 

 また、Ｉｓ値の0.3未満の屋内運動場、体

育館ですが、改築をこれは予定をいたしてお

ります。実施設計は本年度内の完了予定で、

工事は22年度を予定しております。 

 そして、22年度からは0.3以上の石海小学

校、太田小学校の耐震化の実施設計を予定

し、23年度から石海小学校、太田小学校の耐

震化の工事を25年度までに完了する予定でご

ざいます。 

 続いて、２点目でございます。エコ化です

が、学校においても地球環境問題に対応する

ため、自然との共生、環境負荷の軽減や環

境、エネルギー教育への活用から、学校施設

のエコ化の取り組みをしていきます。 

 エコ化の事業でございます。太陽光発電の

導入でございますが、21年度では龍田小学校

は実施設計と工事を年度内の完了予定で進め

ていきます。それと、斑鳩小学校では実施設

計を年内の完了予定で進めていきます。 

 その他、エコ化事業としまして省エネ機器

の導入、校庭の芝生化の問題等がございま

す。これらについては今後財政面から検討も

必要だということを考えております。 

 その次、３点目でございます。ＩＣＴの関

係でございますが、これにつきましては今現

在おっしゃるとおり８月の臨時議会で可決さ

れたところでございますので、この事業につ

きましては本年度内に完了していくという予

定で組んでおります。 

 以上でございます。よろしくお願いしま

す。 

○議長（熊谷直行） 中島議員。 

○中島貞次議員 ただいま詳細にわたりまし

てお答えいただきましたが、その中で太陽光

発電ですが、当然この設置についての方式と

いうか形式なんですけども、屋上型なのか、

あるいは地面に直づけタイプなのか。それに

よって、例えば学校の耐震化が進んでいれば

屋上型も当然可能なんでしょうけれども、耐

震化が進んでいなければ直接地面に直づけと

いうか、そういうタイプだろうと思うんです

けれども、その辺のことについてお尋ねしま

す。 

○議長（熊谷直行） 教育次長。 

○教育次長（塚原二良） おっしゃるとおり

でございまして、この太陽光発電、これにつ

きましては９月、この今期定例会で、予算の

関係で提案させていただいとるところでござ

いますが、私ども今現在考えておりますの

は、龍田小学校、いわゆる耐震化したところ

について、まずはこれを工事を完成していこ

うという考えで持っておりますので、いわゆ

る今、先ほど申し上げましたように、龍田小

学校につきましては今年度におきまして実施

設計と工事もやっていこうと。いわゆる耐震

化の工事にあわせて完了させていこうという

考えを持っております。それと、ですから斑

鳩小学校につきましても耐震化にあわせてと

いうことで、実施設計は年内にやるわけでご

ざいますが、工事につきましてはその耐震化

工事にあわせてやっていこうという考えで持

っております。 

（中島貞次議員「屋上か、直づけか」

の声あり） 

 あ、それと、ああ、済いません、もう一

点。ですから、屋上に設置したいという考え

で持っております。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） 中島議員。 

○中島貞次議員 今後、各町内の小学校の耐

震化が進むにつれて太陽光発電の設置も展開

されていくだろうと思いますんで、これは当

然地球環境にとって大事な事業でありますん

で、またよろしくお願いしたいと思います。 

 それから、３点目の学校のＩＣＴ化の推進

についてなんですけれども、年度内で工事を

完了して、実際に、ということは授業で展開

されるのは22年度からということで理解しま
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したが、それでいいんでしょうか。 

○議長（熊谷直行） 教育次長。 

○教育次長（塚原二良） お答えさせていた

だきます。 

 これは先の８月の臨時議会におきましてご

議決をいただいたところでございまして、お

っしゃるとおり今後テレビの関係、いわゆる

それとテレビ、コンピューター関係、周辺機

器の整備等々ございますので、これにつきま

しては要するに21年度内に完了を予定してお

りますので、実際に児童・生徒、子供たちに

使っていただくのは22年度ぐらい、早くて

も、それまでには要するに完了したいと、い

わゆる21年度完了ということでございます。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） 中島議員。 

○中島貞次議員 その場合に気になるのが、

21年度内に工事完了予定とした場合に、例え

ば学校の先生方のほうがそのＩＣＴの機器

を、例えば電子黒板にしてもどういうふうに

授業展開していくのかとかという等々につい

ての研修といいますか、そういう体制はどう

いうふうになっておられるんですか。 

○議長（熊谷直行） 教育次長。 

○教育次長（塚原二良） おっしゃるとおり

でございますが、これらについてもなるべく

早くして、そういういわゆる操作方法等々も

ございますので。ですから、なるべく早いこ

として、そういうことも含めて22年度ぐらい

からは実用できるようにということでござい

ます。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） 中島議員。 

○中島貞次議員 学校の先生方には大変失礼

な発言になると思いますが、若い先生あるい

は男の先生なんかは積極的にこういうコンピ

ューターを使って、デジカメなんか使って写

真等取り入れながら家庭との通信のやりとり

をされておられる先生もいらっしゃいます

が、一方でそういうのが苦手な先生も一部い

らっしゃるとお見受けいたします。そういう

意味で、こういう機械類、コンピューター類

の使用に関して先生方にしっかり研修等お願

いしたいと思います。 

 特に電子黒板は各校１つずつの設置になっ

ておりますが、電子黒板については実際に、

特にこれは小学校の英語授業で多分展開され

る可能性が多いと思うんですけれども、生の

ネーティブな発音が出てくるということで、

その辺特に小学校の英語を担当される先生

と、英語以外にも使うんですけども、特に教

師に対するそういう指導方法、指導なり研修

をやっぱり十分にとっていただいて子供たち

に有効な、せっかく設置するわけですから、

子供たちの教育にとって有効な手段となるよ

うに活用お願いしたいと、そういうふうに考

えております。 

 あと、それ以外に学校のエコ化、前後しま

すが、学校のエコ化等について、いろんな意

味で地球環境を守るといいますか、日本は割

と世界の中から見ると環境に対していろんな

面で取り組みが今進んでいるという状況で、

特にこういう環境事業を展開することによっ

て逆に雇用にも影響しているということがう

かがわれるわけです。例えばこの前新聞で見

ましたけれども、今エコカーが非常に進んで

おります。テレビ等見ればいろんな会社のい

ろんなエコカーがどんどんどんどん今出てお

ります。当然、補助金制度、それから税金の

減額によりまして買いやすくなったという面

もありますが、その分で例えばトヨタが今２

工場しか残業体制をとってなかったのが、そ

れが増えたということをお聞きしました。そ

ういう意味で、これからはそういうエコに関

する事業というのは一つの雇用の拡大、経済

の活性化につながるものと、そういうふうに

考えておりますんで、文部科学省の通達にも

スクール・ニューディール構想に盛り込まれ

た耐震化、エコ化、ＩＣＴ化等の整備につい

ては、いずれも将来の学校施設に必要であ

り、かつ緊急に取り組むべきものです。さら

には、スクール・ニューディール構想等の推

進が地域経済への波及効果をもたらし、地域

の活性化にも資することが期待されていま
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す。各地方公共団体におかれては、これらを

十分に考慮していただき、迅速かつ積極的に

取り組んでいただくようお願いしますと、そ

ういうふうに当時の文部科学大臣の塩谷大臣

より通達がありますんで、そういう意味で太

子町としても最後にありました、迅速かつ積

極的に取り組んでいただくよう私から要望い

たします。 

 次に、３点目の質問に移ります。女性のが

ん検診についてお尋ねをいたします。 

 日本のがん検診受診率というのは先進国で

も最低のレベルにあるわけです。欧米では減

っているがんの死亡者数なんですが、日本で

は逆に増えているわけで、年間34万人、日本

ですね。この34万人の人が亡くなっているわ

けですが、これは何と死因の３分の１ががん

による死亡であるということであります。こ

れは世界一なわけです。胃がんや大腸がん、

乳がん等は比較的受診者も多いほうですが、

子宮頸がんにつきましての受診者は少ないと

いう報告が来ております。 

 昨日調べましたが、アメリカでは、子宮頸

がんですけども、85％の女性が受けているそ

うです。子宮頸がんは日本の場合20歳からと

いうことですけども、日本では20％なわけで

す。アメリカの４分の１、割合ですけど、人

口ではありません。人口でいくともっと差が

開きますけども、割合で４分の１。ところ

が、昨晩調べますと、20歳代では何と５％未

満しか受診されていないという状況なわけで

す。このがん検診自身が非常に女性にとって

も受けにくい部分もあるかと思いますけれど

も、このがんにより亡くなる方を減らすため

にもそういうのを積極的に実施してもらいた

いと。 

 特に太子町においても、他市町においては

既にやっているところは多いわけですけれど

も、太子町においても特に乳がん、子宮頸が

んの検診を受けやすくためにも、乳がん、子

宮頸がん検診の無料クーポン券を発行するこ

とによりまして受診率を向上させ、早期発

見、早期治療に役立ててもらいたいと思いま

す。 

 例えば、いつでしたか、７月、家に子宮が

ん、頸部がん、体部がん検診のお知らせとい

うのが案内が来ました。これには75歳以上の

方は無料ですけども、セット検診、体部がん

と頸部がんのセット検診で2,000円とか、頸

部がんのみやったら1,000円とかというふう

に案内がありました。これはさわやか健康課

からですけれども。そういう意味で、

1,000円、2,000円、たかが1,000円、2,000円

ですけども、そのたかがが非常に大きいわけ

で、全国いろんなところではこういう無料ク

ーポン券を発行しながら、何とかこういうよ

うな無料クーポン券、無料検診手帳を発行し

ながら受診率を上げようというふうにされて

おられます。その実施計画について、またそ

の受診率を町としてどの辺まで設定しておら

れるのか、その考えをお聞きします。 

○議長（熊谷直行） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） がん検診への

計画ということでございますが、従来これま

で法律に基づいて検診をいたしてきたわけで

ございますが、今般ご承知のとおり国の補正

予算に基づきまして、今期定例会にも補正予

算として上程をさせていただいております女

性特有のがん検診推進事業の中身についてご

説明を申し上げたいというふうに思います。 

 この今般のがん検診の内容としましては、

５歳刻みに特化をしまして、それぞれ無料で

検診を受診をしていただくという内容でござ

いますが、この実施計画の期間でございます

が、太子町ではこの10月１日、平成21年10月

１日から来年３月31日までの６カ月間を予定

をいたしております。 

 それで、検診の対象者でございますけれど

も、子宮頸がん検診につきましては20歳、そ

れから25歳、それから30歳、35歳、それから

40歳の方──５歳刻みの方でございますが─

─が対象でございまして、人数といたしまし

ては、この６月30日の基準日現在1,124人で

ございます。 

 また、乳がん検診につきましては、年齢が
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40歳、45歳、50歳、55歳、それから60歳とい

う５歳刻みでございますが、同じく1,191人

が対象ということでございます。 

 この対象の方々には、少なくとも10月１日

から事業開始でございますので、９月末まで

にはご案内文とともに無料クーポン券と検診

手帳、３点を一括送付をさせていただくとい

うふうに事務を進めたいというふうに思って

おります。 

 お手許に届きました対象者の方々につきま

しては、個別検診か集団検診か、いずれかを

受診していただくわけでございますけれど

も、集団検診につきましては今のところ予約

制で、来年の２月、平成22年２月に本町の保

健福祉会館のほうで３日程度実施をする予定

でございます。 

 また、個別検診につきましては、直接医療

機関に申し込みをしていただきますが、その

受け入れ機関は現在のところ子宮頸がんにつ

きましては、このたつの市・揖保郡医師会管

内では本町の野村医院、それからたつの市の

冨井医院、それから山田レディースクリニッ

クの３医院と、それから姫路市の医師会メデ

ィカルセンターとなっております。 

 それから、乳がんにつきましては、マンモ

グラフィーの関係がございますので、姫路市

医師会メディカルセンターと御津病院という

ことになっておるんですが、ただいま受診対

象者の利便性を図るといったこと、また数が

一遍に各市町多くございますので、できるだ

け受け入れ態勢の最大限活用という観点か

ら、現在県内の各市町で無料クーポン券が使

用できるように県が音頭をとっていただきま

して調整中ということでございまして、本町

の場合、特にお隣の姫路市さんと非常に住民

の方々関係が深いもんでございますから、特

に姫路市さんのほうと今現在話をさせていた

だいておるという状況でございます。 

 受診率の目標のお尋ねでございますが、こ

れもこれまでかねてから委員会等でも出た問

題でございますが、今回この事業の計画数値

としましては40％の目標数値を掲げておりま

す。そういった数値から今回の補正内容にも

その数字をもとにした補正予算ということに

なっておりますが、先ほど議員さんのほうか

らアメリカ、また日本全国の数値のご紹介が

ございましたんですが、参考までに本町の昨

年、この５歳刻みではございませんが、全体

の数字としまして、子宮がん検診の受診率が

8.4％、それから乳がん検診の受診率が10％

ということで、ご指摘のとおり極めて低い数

字ということが言えるかと思います。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） 中島議員。 

○中島貞次議員 ただいま部長よりいろいろ

答弁がありましたけども、太子町では昨年度

子宮頸がん受診率8.4％、乳がんが10％とい

うことをお聞きしまして、それに対して本年

度40％を目標にすると。乳がんで約４倍、子

宮頸がんで約５倍の目標設定なわけです。そ

ういう意味で40％は近隣市町、その他全体か

ら見てどうか言われますと、ちょっと私自身

も調査不足でわかりませんが、昨年度の実績

から見ると非常に高い数字だというふうに感

じられますんで、大いに啓発をお願いしたい

と思います。そういう意味で、今回の無料ク

ーポンあるいは検診手帳の配付が９月末日ま

でに行われるという話ですんで、一層の啓発

をお願いしたいと思います。９月広報にはち

ょっと載ってなかったもんですから、この件

は一体どうなるのかなというふうに感じまし

たんで今回質問させていただいたわけですけ

ども、10月広報には当然今回のクーポンにつ

いて載せる予定でございますか。その点につ

いて。 

○議長（熊谷直行） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） ９月下旬の発

行の広報に掲載する予定でございます。 

○議長（熊谷直行） 中島議員。 

○中島貞次議員 それによって特に婦人の方

に対して徹底されると思います。 

 それからもう一つ私気になっていたのが、

やっぱり最初のほうでもきょう言いました

が、結構働く婦人の方が多いわけです。町内
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で働く婦人の方の割合はちょっとわかりませ

んが、結構他市町へ働きに出かける婦人の方

もいらっしゃるわけです。遠くは神戸までと

いう方もいらっしゃるわけです。そういう意

味で、広域における、先ほど部長が答弁され

ましたが、広域における受診体制、どこでも

受診できるというのを、先ほどそういう準備

をされているんやということでうれしく思っ

たわけですけども、そういう働く婦人の立場

から考えますと、特に太子町の場合、申しわ

けないですが、１つの病院しかないわけで

す、レディースあるいは産婦人科に関して。

隣、姫路市なんかは結構、近くの網干にもあ

りますし、そういう意味で便利なわけです。

そういう意味で、医師会、姫路市やったら医

師会とも連携とりながら、あるいは県とも要

望をされながら、婦人の方がどこでも受けら

れる、気軽に受けられる、そういう体制をぜ

ひともとっていただきたいと思いますが、そ

の辺について再度お考えをお願いします。 

○議長（熊谷直行） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） これは本町に

限らず、ほかの自治体も共通の事項でござい

ますので、今広域的な調整につきまして県も

かなり力を入れてくれておりますし、その今

議員さんがおっしゃるとおりでございますの

で、我々も努力をしたいというふうに思いま

す。 

 以上です。 

○議長（熊谷直行） 中島議員。 

○中島貞次議員 ただいま部長からいろいろ

お聞きしましたが、日本人の先ほど最初に言

いましたが死亡原因３分の１ががんであると

いうふうなことを考えますと、幾らこれから

少子・高齢化社会になるとはいっても、中に

はやはり、健康な人は別にして、80歳、90歳

でも健康な人はおりますけれども、がんで長

期闘病される方もおりますし、あるいは早け

れば20歳代、30歳代で思わぬがんがあって転

移して急に亡くなられるという方もいらっし

ゃいますんで、自分自身のことも気をつけな

がら、町としてもがん対策に一層取り組んで

いただきたいということを要望いたしまして

私の質問といたします。 

 以上で終わります。 

○議長（熊谷直行） 以上で中島貞次議員の

一般質問は終わりました。 

 この際、暫時休憩いたします。 

（休憩 午前11時52分） 

（再開 午後０時58分） 

○議長（熊谷直行） 休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 一般質問を続行します。 

 次、服部千秋議員。 

○服部千秋議員 それでは、通告に基づきま

して質問をいたします。 

 １、太子町の災害に対する対策のあり方に

ついて。 

 今回、佐用町などの災害に対して太子町か

らも人的、物的支援を行っていただき、佐用

町出身の人間として心から太子町役場及び太

子町民の皆様にお礼を申し上げます。また、

太子町議会からも支援のお金を贈っていただ

き、本当にありがとうございます。 

 私の小学校、中学校時代の同級生の妹さん

もお亡くなりになり、我がこととして今回の

被害を見ております。災害に遭われた皆様に

謹んでお見舞いを申し上げたいと思います。

現場を見て、自分自身一人の人間の力のな

さ、自然の力の大きさをひしひしと感じた次

第であります。 

 さて、太子町の災害対策について伺いたい

と思います。 

 (1)太子町で起こり得る災害は大きく分け

てどのようなものがあると考えて対策を講じ

ておられるか。 

 (2)その起こり得る災害のそれぞれ（例え

ば地震の場合、例えば水害の場合など）に分

けて、それぞれの場合にどのような対策を行

うという方針を考えているか。 

 (3)今回の佐用町などの災害を見て、太子

町で従来と変えて考えていかなければならな

いと思うことはないか。 

 (4)従来から言われている雨水幹線の整
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備、迂回路など早急に方針を打ち出したほう

がよいかもしれないと思いますが、いかがお

考えか。その場合、気候の変動によるゲリラ

豪雨など、災害の大きさ（出る雨の量など）

をこれまでより大きく見積もって対策を講じ

ておいたほうがよいと思うが、いかがか。 

 (5)その事態のときに役場が住民の皆様に

すぐできない事柄も生じると思いますが、町

民の皆様には日ごろから災害に対する情報提

供、既にされているものももちろんあるわけ

ですが、それ以外にも情報提供を行っていた

ほうがよいことがあると思いますが、そのよ

うなお考えはないかについてお尋ねをしま

す。 

○議長（熊谷直行） 総務部長。 

○総務部長（佐々木正人） まず、災害は大

きく分けてどのようなものがあると考えての

対策ということでございますが、自然災害に

おきましては山崎断層地震による地震災害、

それと台風、大雨等による風水害や土砂災害

等が起こり得るという想定をいたしておりま

す。それぞれの自然災害に対応した太子町地

域防災計画、これは20年３月に策定をいたし

ておりますが、その中でそういう対策を講じ

るとともに、災害の起こりやすいポイントの

把握に努め対処をしていきたいという考えで

ございます。 

 次に、それぞれどのような対策を行うとい

う方針を考えているかということでございま

すが、これは先ほど申し上げました太子町地

域防災計画、これは風水害編、地震災害編と

ございますが、それぞれに方針を打ち出して

おります。この計画書につきましては20年５

月に関係者全員に配付をいたしておりますの

で、一度内容をご一読いただきたいと思いま

す。 

 それと、従来と変えて考えていかなければ

ならないかということでございますが、台風

９号災害におきましては１日当たりの総雨量

も多かったのですが、９日夜のその２時間に

集中的な豪雨に見舞われております。今後、

風水害対策において、降り始めからの総雨量

に加えまして、近年多発しているゲリラ豪雨

も考慮した対策を検討していく必要があろう

かと考えております。 

 それと、町民の皆様には日ごろから災害に

対する情報提供ということでございますが、

これにつきましては、風水害、土砂災害につ

きましては昨年５月に洪水ハザードマップを

全戸配布するとともに、季節に応じた防災情

報を「広報たいし」やホームページに掲載す

るなどしまして住民の皆様に注意を促してお

ります。洪水ハザードマップと同時に各自主

防災組織に配付いたします防災マップ等も活

用していただきまして、地域における危険箇

所等を日ごろから把握していただく図上訓練

を実施していただくよう呼びかけていきたい

と考えております。 

 以上です。 

○議長（熊谷直行） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） ４番目のこと

についてお答えいたします。 

 雨水整備につきましては、雨水基本計画の

もとに事業計画の変更認可申請をしていきた

いというふうに考えております。 

 また、雨量を大きく見積もっての計算とい

うことでございましたけども、それにつきま

しては現在施工済みの箇所もあります。ま

た、下流、姫路市との雨水計画の整合性の関

係もございますので、十分に検討する必要が

あるというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（熊谷直行） 服部議員。 

○服部千秋議員 この質問に関しましては午

前中からいろんな議員が聞かれており、また

いろんな角度から答えられております。これ

については余り深く言いませんが、十分な対

策、例えば午前中に川のことを言われていた

りとか、いろいろございます。十分に検討を

加えていっていただき、いつこういうことが

あっても対応できるようにしていただきたい

と思います。 

 続きまして、２番目に入ります。 

 2,000万円を超える給食センターの工事発
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注はなぜ議決前に役場は特定業者と仕事の話

ができ、品物を注文することができたのか等

についてお尋ねをいたします。 

 (1)そもそも議決していないのに、なぜ業

者に品物を発注できるのか。時間が間に合わ

なかったからしたと当局は言っているが、時

間がどれくらいかかるかも含めて計画を練っ

て仕事をしているのではないか。練って執行

計画をつくるべきではないか。役場は議会を

なめていると言われても仕方がないのではな

いかと思います。 

 役場は業者が談合しやすいような進め方で

仕事を出しているのか（実際に談合があった

と、私はそういう場にいるわけではありませ

んので断言しているのではありませんが）。

今回のケースでいうと、仕事を請けることに

なった業者が入札の話をほかの入札した業者

に入札金額を書く用紙を持っていっているの

かどうなのか。もしそうであるならば、役場

が談合しやすい雰囲気をつくっていることに

なると思います。 

 (2)配線工事、床工事とも、なぜ仕事を請

けることになった業者が２つともそれぞれそ

のようなことをするよう役場は仕事を進める

のか。ともに入札を行う競争相手に書類を持

っていったのか、電話したのか、郵送したの

か、そのあたりを説明していただきたいと思

います。そのような接触を業者として入札を

させるということをなぜ当局はするのか、わ

かるように詳しく説明していただきたいと思

います。 

 (3)配線工事、床工事、それぞれ落札率は

幾らか。 

 (4)常識的に言えば、役場が各業者に、こ

の仕事に参加しませんか、あなたの会社は幾

らでこの仕事をやってくれますかというのが

私たち町民の考える普通の入札であります

が、役場はなぜこのようなやり方（役場が業

者に見積依頼書を渡すことをせず、業者を通

じて行うやり方）をするのか。 

 (5)今回の件に限らず、ほかの場合も含め

て伺いますが、今回以外の場合でも同様のや

り方で業者に入札の形をとらせて、実際はあ

る業者に入札に必要な書類を渡して、その業

者からほかの業者に話をさせているというこ

とはあるのか。こういう場合は役場は開封だ

けを行っているということか。 

 次の段落は抹消いたします。 

 (6)そもそも役場が公平な入札をやってい

るか。今回のことを見ても疑いを持ってしま

います。西部電工以外は仕事を請けられなか

ったのか。役場が西部電工が請けることを期

待していた旨、給食問題調査特別委員会で答

弁があったというのは事実か。 

 (7)注文していて仮に別の業者が落札して

いたらどういうことになると当局は考える

か。私自身は入札には、そういう仕事の経験

もありませんので、実際にそういう場で何を

したりとか、そういう書類に書いたりという

ことはありません。そういう私とか町民にわ

かりやすく、専門でそういうことをやってい

ない人に対してもわかりやすくご説明をして

もらいたいと思います。 

○議長（熊谷直行） その前に、ちょっと待

ってくださいね。 

 服部議員、今の抹消する部分、これはもう

一応通告してるので抹消はできないけども、

もう答弁は要りませんという解釈で……。 

○服部千秋議員 今、私がしゃべら、これ休

憩ですか。 

○議長（熊谷直行） いえ、違います。 

○服部千秋議員 ここはちょっと読まないと

いうことですので、この中でもしまた聞きた

いことがあれば一般論として聞きますが、こ

れ読まないほうがいいと思ったので。 

○議長（熊谷直行） だから、答弁はこのと

ころ要らないということの解釈でいいです

ね。 

○服部千秋議員 いいです、はい。ほんで、

私がまた聞きたいと思えば一般論で聞きます

から。 

○議長（熊谷直行） 教育次長。 

○教育次長（塚原二良） お答えをさせてい

ただきます。 



－111－ 

 まず、１番目のことですが、当該工事につ

きましては、予算措置を８月５日の開催、臨

時議会に対応し、長期休業中に完成させる計

画でありましたが、その予算成立前に、また

見積入札の開封結果を待たず、かつ工事の請

負契約の締結前に給食センター所長の判断に

おいて、電気管理技術者を通じて特定した業

者に本工事に必要なキュービクルの発注を指

示しておりました。 

 給食センター所長は電気技術者と工事事前

打ち合わせの段階の７月24日にキュービクル

が受注生産で２週間程度の製作日数を要する

ことを知ったことから、補正予算議決後の発

注においては工事が非常に切迫するであろう

との懸念にかられ、その製品の事前発注が必

要と判断し、先行発注を行ったとのことでご

ざいます。見積書の依頼につきましても、セ

ンター所長の随意契約的な感覚が先行し、軽

率な事務対応を行ったことを確認いたしまし

た。 

 このたび教育委員会部局におきまして不適

切な事務事業執行を発生させ、学校給食の振

興に多大な不安を生じさせましたこと、また

契約事務等に不信感を与えてしまったことは

ひとえに組織管理における指導、監督指導の

不徹底であり、そのような状況を招いたこと

に深く反省し、その責任の重大さを痛感する

次第でございます。 

 ２点目でございますが、このたびの工事を

行った２社につきましては、従前からセンタ

ーの日常の軽易な電気修理工事等を依頼して

きたことと、直近では電気の設備改修方法の

計画提案の作成を依頼した経緯もあります。

また、床工事につきましては、現センターの

調理運営形態であるウエット方式でより安全

で衛生的な改善方法の提案を受けていたこと

から、給食センターの所長は全く安易な認識

で特定の業者に全社の見積もりを依頼して一

括して手渡し、提出を求めたということでご

ざいます。 

 ３番目の配線工事、床工事の落札率でござ

いますが、電気配線設備等改修工事の予定金

額、税込みで1,759万8,000円でございまし

た。落札額は税込みの1,753万5,000円で、落

札率は0.996となっております。調理室等の

床工事の予定価格、税込みでございますが

924万円、落札額は税込みの918万7,500円

で、落札率は0.994でございます。 

 ４番目のなぜこんなやり方ということでご

ざいますが、これにつきましては先ほどお答

えしたとおりでございまして、給食センター

所長の不見識さによる事務事業の執行でござ

います。 

 ５番目の業者の入札した必要な書類を渡し

てということでございますが、今回の件につ

きましてはセンター所長の勝手な判断により

まして、正常な事務手続を踏むべきであるに

もかかわらず、その判断を怠ったことにあり

ます。全く異例でございまして、安易な思い

つきが要因であります。他の契約事務につき

ましては正常な事務手続を経て行っておりま

す。 

 ６番の西部電工以外ということでございま

すが、これは同じことをお答えするようなこ

とになるわけでございますが、センター所長

の軽率な認識での事務事業を進めてしまって

いたということでございます。 

 最後７番ですが、注文したものの別の業者

ということなんですが、これもセンター所長

は手続を踏まずして事前に発注を行いまし

た。単純にＡ業者からＢ業者になったとして

も、買い取ってもらって設置できるものと安

易に考えていたようでございます。今回の件

につきましては教育委員会の管理指導体制の

甘さを痛感しております。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） 服部議員。 

○服部千秋議員 最後に、もしほかの業者が

仕事を請けることになっていたら買い取って

もらえるというふうに思っていたということ

ですが、そういうことは一般にできるものな

のかどうなのか。役場というところはそうい

うことをこれまでもされているんでしょう

か。その辺のお考えはどうでしょうか。 
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 それから、この仕事の内容の積算、この積

算を入札する前に西部電工に依頼し、そして

その西部電工が積算したものをそのままか、

参考にかは、その辺も知りたいのですが、そ

れをもとに給食センターで仕様書をつくっ

て、そしてその仕様書をもとに幾らでやって

もらえますかということを西部電工に、西部

電工ほか、ほかの幾つかのところも取りまと

めてくれというふうに出されるということ

は、私はもう唖然としておりまして。例えば

私が仮にそういう積算をしたとしますね。そ

うすると、そういう積算をした私が業者だと

しますと、私がその工事に入札するというこ

とは、ほかから見て疑われたら困ると思いま

すから、私であればしないですね。自分がそ

の積算こんだけかかります、この工事はこん

だけです。というて。そして、その工事に私

も入札して、この工事幾らでうちの会社はさ

せてもらうと思いますというて書類を出した

りは私はしません。ですから、そういうこと

がなぜ起こっているのかというのは、もうは

っきり言って唖然としているんです。はっき

り言って。ですから、その辺はどうお考えで

しょうか。今２つお尋ねしたんですが、いか

がですか。 

○議長（熊谷直行） 教育次長。 

○教育次長（塚原二良） おっしゃるとおり

でございまして、まず注文はした、それから

その業者が落札しなかった場合、いわゆるＡ

業者が落札しなかった場合にはＢ業者という

ような、普通では考えられないような行動を

とっているということは言えるだろうと思う

んですけども、センター所長に私どもも詳し

く聞きました。その中では、確かにもう、後

で考えてみますとそうですけども、そのとき

にはそういう考えが及ばず安易にそういうこ

とをしたということでございました。 

 それと、設計の段階ということですけど

も、これにつきましても電気管理技術者の方

にもそこら辺の相談しながら、また確かに西

部電工のほうにも配線の委託でそういう関

係、また通常の軽易な改修、修繕、そういう

関係もあったというようなことで、安易にそ

こら辺は設計の段階で相談に乗ったといいま

すか相談をかけていたというようなことでご

ざいまして、おっしゃるように普通では考え

られないようなことだったというふうに私ど

もも考えております。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） 服部議員。 

○服部千秋議員 普通考えられないとお答え

になったんですが、私もう一つちょっとはっ

きりお答えいただきたいんですが、このよう

に積算をある業者がして、それを役場に出し

て、それをもとに役場の職員がこの工事はこ

れくらいかかるであろうということを決め

て、そしてまた入札を、その積算をしてくれ

たところにも入札してくださいということを

されるのですかということを聞いてるんで

す。こういうやり方を今回の場合に限らず役

場というところはされるのですかとお尋ねを

してるんです。されるのか、されていないの

か、その実態をお答えいただきたいと思いま

す。 

○議長（熊谷直行） 教育次長。 

○教育次長（塚原二良） この設計段階でご

ざいます。本来ならそういうことはもうない

わけでございますけれども、今回に限っては

センター所長、いわゆる土木のほうですけど

も技術屋でございましたのでそういう、今は

もちろん管理職でそればっかり携わってると

いうわけではございませんけども、技術屋の

要するに腕は持ってるというような、ちょっ

とそうしたところもあったようでございます

ので、このぐらいなら自分でも設計できると

いうようなこと。それと、当然電気関係はわ

かりませんので、そういうとこら辺につきま

してはいわゆる業者、今まで修繕等々してい

ただいた西部電工、また管理していただいと

る技術管理者の方にお聞きしながら設計は自

分でつくっていったということでございま

す。 

○議長（熊谷直行） 総務部長、教育委員会

としてはそういう見解ですけども、一般の通



－113－ 

常の入札についてもそういうことはあるのか

ということについてちょっとコメントいただ

けますか。 

 総務部長。 

○総務部長（佐々木正人） 通常の入札につ

きましては、先ほど教育委員会がこういう大

変なミスを犯しておりますが、そういうこと

はございません。 

 それと、今教育次長のほうが答弁をいたし

ましたが、私が聞いている限りでは、今回の

設計に当たっては、センターの所長が電気の

そういう専門的な知識がないという中で、電

気保安協会いうんですか、その技術員、その

方に相談をしながら設計書を作成したという

ことでございます。したがいまして、その西

部電工が入ってその設計を一緒にやって、そ

れでもって入札に入ったとかということは聞

いておりません。 

○議長（熊谷直行） 服部議員。 

○服部千秋議員 私もいろいろこのたびのこ

とがあってから現場の人にも聞き、いろいろ

聞いた上で質問したわけですが、そこまで今

佐々木部長が言われておりますから、公的に

そう答えられてるということで、そう言われ

てるということにこの場ではしておきたいと

思いますが。それで……。 

（上田富夫議員「報告が間違うとる言

われたら困るんや。とって来るわ、委

員長報告。そんなんむちゃや。当局む

ちゃ言うわ」の声あり） 

○議長（熊谷直行） 続けてください。 

○服部千秋議員 報告書は何ページかな。ち

ょっといいですか、ちょっとだけ。 

○議長（熊谷直行） いや、質問は。 

○服部千秋議員 ええ、ちょっと待ってくだ

さい。当局もちょっと間待ってるときあるで

しょ、答えるとき。ちょっと待ってくださ

い。 

○議長（熊谷直行） 暫時休憩します。 

（休憩 午後１時29分） 

（再開 午後１時31分） 

○議長（熊谷直行） 再開します。 

 服部議員。 

○服部千秋議員 今、休憩中に佐々木部長か

らも言われましたが。ですので、予算計上の

ための金額は西部電工に聞いたということを

言われてるわけですけれども。ですから、予

算をどれぐらいこの仕事かかるんかなといっ

て考えるときにその業者に相談されてるわけ

ですね。そして、それは書類は最終的には役

場がつくってるわけですけれど。そして、そ

れでなおかつその業者に、あなたのところも

入札に参加してくださいと。そして、その業

者にほかの複数、５社に対しても書類を出し

てもらうようにしてくださいというふうにさ

れてるので、もう要は役場から直接そうい

う、あなたの会社から出してくださいって書

類を出されてるんでしたら、私はそれは、私

が仮にどこかの、例えば自分の家のどこか直

すとか何かするときであれば、直接それぞれ

のところに幾らであなたのところはやってく

れますかって聞くのであって、やりますし、

そういうやり方しますし、どこかの会社にほ

かの５社集めてきてくれ言うて頼むことなん

かしませんし、そんなことすること自体がも

う疑念を抱くと私は思いますから、役場の常

識ではそうでなくて、私が言ってることがお

かしいんでしょうか。私は自分が例えば家の

どっか直すとすれば、複数の会社に見積もり

とってもらうんでしたら、そこのところに自

分が個別に見積もり出してもらいますけど、

役場はそうでなくて一個のところにほかのと

こもあわせて見積もりとってって言われてる

から。それで、なおかつその予算を考えると

きに、その考えのもとになるのをその落札し

たところに相談してつくっとってんですか

ら、もう全く理解できないんですけど。理解

できるように説明していただけませんでしょ

うか。 

○議長（熊谷直行） 総務部長。 

○総務部長（佐々木正人） 私のほうから

は、こういう問題が発生しましたので一応内

部の調査をさせていただくということで、関

係者を呼びまして聞き取り調査をいたしまし
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た。 

 それにつきましては、一応その予算を上げ

る段階ではその設計書というものは、つくる

のはなかなかその段階では難しいですから、

今まで給食センターに出入りしてた業者にお

おむねの額を聞いたということがこれ予算計

上する前の見積書をとったということです

ね。それから以後、正式にはその本来業務を

発注するに当たりましては当然ちゃんとした

設計書というのをつくる必要がございますの

で、その設計書をつくるに当たりまして、そ

の電気管理技術者と協議をしながらセンター

の所長が自分自身で電気の配線の設計書をつ

くったということを聞いております。 

 したがいまして、教育委員会がそれから以

後、この調査は14日、15日と２日にわたりま

して聞き取り調査をさせていただいたんです

が、17日の給食特別委員会のほうでどう答え

られていたかは私どもはまだわかりません

が、経緯といたしましては私どもの調べた結

果ではそういうことでございました。 

○議長（熊谷直行） 教育次長。 

○教育次長（塚原二良） 私の言い方がちょ

っと悪かったかわからんですけども、いわゆ

る予算を上げるときの概算、予算が何ぼにな

るというようなときに西部電工の見積もりを

とって概算このぐらいということでとったと

いうことでございまして、その設計の段階は

栗川所長がやってるんですけども、その中で

管理技術者と、それと西部電工がとった見積

書を入れながら自分が作成したということで

ございます。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） 服部議員。 

○服部千秋議員 キュービクルですか、電気

管理技術者を通じて業者に発注を依頼された

んですか。こういう場合、役場から直接、担

当部署から直接何か注文するとかでなくて、

電気管理技術者というのは外部の方ですよ

ね、外部の方にこれを注文しといてくれとい

うふうに頼まれるもんなんですか。そういう

進め方を役場というところはされてるんです

か。その辺をご説明いただきたいと思いま

す。 

○議長（熊谷直行） 教育次長。 

○教育次長（塚原二良） 当然そういうやり

方は異例といいましょうか、そういうやり方

は普通はいたしません。これは先ほど言いま

したように、要するに受注生産であるという

のが７月24日段階でわかって、センター所長

としてはこれでは間に合わんということで、

どこへ発注していいのかそれもわからないん

で、結局電気管理技術者の方にお願いして発

注をしてしまったというようなことでござい

ました。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） 服部議員。 

○服部千秋議員 給食センターでこのこと以

外にも、以前でいいますと洗剤を職員が入れ

たとかということもあったりとかで、いろい

ろと注意をしてこられたのではないかと思う

んですけど。 

 ちょっとわかりやすくお尋ねをいたします

が、例えば教育長はご就任なされてからあの

場所には何回ぐらい行かれましたでしょう

か。仮に細かなことをどうこう話されなかっ

たとしても現場を見たりとか、どうなってる

かと言うて行かれたりとか。 

 あるいは、教育次長は４月から何回あの場

所に行かれて、ああ、ここ配線かえなあかん

のやなとか、何でもいいですけど、何回あそ

こへ足を運ばれてるんでしょうか、お尋ねし

ます。 

○議長（熊谷直行） 教育長。 

○教育長（寺田寛文） 私の記憶してるとこ

ろでは２回程度その給食センターのほうへ足

を運んでということを覚えてます。 

 以上です。 

○議長（熊谷直行） 教育次長。 

○教育次長（塚原二良） 私のほうは１回程

度は行っただろうというふうに思います。そ

の関係では１回、どういうことをするかとい

うようなことで行ったことは覚えがございま

す。今回につきましてはおっしゃるとおりで
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ございまして、きのうの町のいわゆる決議書

にもされたところでございますが、事務の執

行のあり方、それと危機管理の甘さ、法令の

遵守、これについては本当にこういう不手際

というのが確かに重なっておりますので、非

常にこの危機管理の甘さについては痛感しと

るところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） 服部議員。 

○服部千秋議員 庁内で調査委員会をつくら

れてるようですが、もうこの調査は終わった

んでしょうか。 

 それから、どういうメンバーがこの調査の

委員になっておられますでしょうか。 

○議長（熊谷直行） 総務部長。 

○総務部長（佐々木正人） 調査委員会は、

聞きまして、14日、15日、この両日にわたり

まして、どういった形でこうなったかという

ために調査をさせていただきました。 

 メンバーとしましては、副町長、私、それ

と経済建設部長、総務課長、財政課長、産業

課長、街づくり課長、それと関係者といたし

まして教育委員会次長、管理課長、給食セン

ター所長ということでございます。 

○議長（熊谷直行） 服部議員。 

○服部千秋議員 もう調査は終わったんです

か。 

○議長（熊谷直行） 総務部長。 

○総務部長（佐々木正人） ええ。調査につ

きましては、内部的にどういったことでなっ

たかということだけでございますので、本人

を呼んでそういった状況を確認したというこ

とでございます。 

○議長（熊谷直行） 終わったんですね。 

○総務部長（佐々木正人） 一応、調査とし

ては終了ということでございます。 

○議長（熊谷直行） 服部議員。 

○服部千秋議員 今、所長も調査委員会の委

員に入っているとお答えになったん、えっ、

言われませんでした。所長……。 

 ええ、だからセンター所長本人が入ってる

ということですか。 

○議長（熊谷直行） 総務部長。 

○総務部長（佐々木正人） 関係者として教

育次長、管理課長、給食センター所長という

形で呼んだということでございます。 

（服部千秋議員「呼んだということ

で」の声あり） 

 はい、そうです。 

（服部千秋議員「ああ」の声あり） 

○議長（熊谷直行） 服部議員。 

○服部千秋議員 呼んで調べられたというこ

とですね。わかりました。 

 本当に私はこれ信じられなかったのです。

もう本当に、この後の質問でもしますけど、

私別に役場に上手に言うつもりでも何でもあ

りませんけど、議員にならせていただいた当

初、もう役場の職員も頑張りよってやでって

町民の方に本当に言ってました。これうそじ

ゃなく、ほんまに私言ってたんです。私も議

員やし、町の職員も町のこと考えてくれとっ

てやし、ちゃんと一緒に協力してやらなあか

んな、ちゃんとやらなあかんなと思って、本

当に私うそでなく町の職員のことを役場の人

もよくやりよってやでということを言ってい

ました。今は申しわけないんですけど言って

いません。このたびのこの入札でも何か本当

に疑惑を抱いてしまいます。実際どういうこ

とがあったかどうかは、それは私はその場に

いませんけど、本当に疑惑を抱いてしまいま

す。こういうことないようにしてもらいたい

と思います。議会のほうでもこういう、この

ことも含めて今後調査していくと思いますけ

ども、本当にこういうことないようにお願い

したいと思います。 

 では、次の質問に行かせていただきます。 

 ３点目ですが、太子苑の地権者に返す返事

になぜ重要な部分が抜けていたのか。太子苑

問題解決に向けて真剣に取り組んでもらえて

いるのかどうか等についてお伺いします。 

 これも先ほどの質問と同じように、このこ

とを聞いたときにびっくりをしました。町民

の方が言ってきておられて、そのことにご返

事をお返しすると。このことがあったより前
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からいろいろなことがあって、本当にミスを

されること自体が信じられませんでした。で

すので、これはミスの一個の細かいことを聞

いてるという意味でなくて、こういうことが

起こるということ自体がもう私にすれば信じ

られないことですので、注意して、お返しす

るときに抜けがないようにせなあかんなと、

その仕事をしてる人たちは思うのが当たり前

だと思います。このことだけではありません

けど、そういう気持ちでほかの部署の仕事も

していただけなかったら本当に何ちゅうええ

かげんな仕事しとってんというふうに言いた

くなります。そういう気持ちでこのことを聞

いております。 

 これまで選挙管理委員会のことでも、固定

資産評価委員会のことでも、議員が質問する

と、ある程度の内容になると、その委員会の

やっていることで役場とは別の組織であると

いう答えが返ってきていますが、そもそも事

務の仕事は役場の職員がやっています。 

 (1)太子苑地権者への返事は、固定資産評

価委員会の担当職員がコピーして袋詰めした

のか、そうでなく、ほかの職員がコピーと袋

詰めをしたのか。間違いが起こった経緯につ

いて詳細に説明を求めたいと思います。 

 また、そもそも当局はそれぞれの委員会が

やっていて役場とイコールではないと答えて

きていますが、例えば選挙管理委員会に違法

な看板が立っていると言っても、選挙管理委

員会の担当以外の町の職員も手分けして見回

っています。建前を振りかざして逃げる姿勢

は誠意ある対応ではないと思います。 

 (2)太子苑の地図混乱に対して固定資産評

価委員会は評価以外に何か思い（早期に役場

も一緒になって解決されたい等）、そういっ

た思いを述べられていますでしょうか。固定

資産評価委員会にされても、今回のような役

場内の事務の不手際で大変迷惑をこうむって

おられるのではないかと思います。いろいろ

問題が上がっている地域の皆様にお返しする

お返事であるのに、細心の注意を払って仕事

をしようという気持ちは、そういう気持ちに

役場職員はなぜなれないのですか。このこと

以外でもそんな気持ちで日常の業務をやって

いるのですか。 

 ある町民が言っていました。役場職員がポ

ケットに手を突っ込んだまま話をしている。

それでいいと思っとんと聞いたら、ぽかーん

としていた。本人、何を言われているのかわ

からんのやね、と聞きました。このようなこ

とを聞いたとき、どういう気持ちで仕事をし

ているのかと思ってしまいます。ポケットに

手を突っ込んだまま「あんた」と言って町民

に偉そうに話をしている職員、管理職、私も

見ています。 

 別の例を挙げると、配り物を持ってきた

ら、くわえたばこをして持ってきた。別の人

のものを渡されたので、これうちと違います

と言ったら、自分のところに配られるべきも

のを渡された。こういうことも聞きました。 

 (3)太子苑問題の解決、現状と当局の意気

込みは今どのようであるか。前回の総務常任

委員会でも冨岡部長は病院に行くということ

で、そのように事務方から聞きましたが、休

んで来られておりませんでしたので、どのよ

うな状況、いつも地元の方が何にも言ってき

ていないので進捗状況はありませんというこ

とを常任委員会ではお答えになっているので

すが、太子苑問題の解決、現状と当局の意気

込みについてお答えをお願いします。 

○議長（熊谷直行） 総務部長。 

○総務部長（佐々木正人） 固定資産の審査

委員会の間違いが起こった経緯ということで

ございますが、これにつきましては、審査申

し出者に送付いたしましたその弁明書につき

まして固定資産税の担当、これは町長部局と

いうことでございますが、固定資産税の担当

が作成をいたしました。その後、決裁を得ま

して送付の準備を行い、それを他の行政委員

会である固定資産評価審査委員会の担当とし

ての書記が封筒詰めをいたしました。その中

でお互いの内容のそのチェックというんです

か、送付すべき内容の書類のチェックをしな

いままで、それぞれが渡したまま入れていっ
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たということでもってミスが重なったという

ことでございます。この申し出者30名に対し

まして、また一般質問されました上田議員に

対しまして、それと審査委員会委員長に対し

まして大変なご迷惑をおかけしまして申しわ

けなく思っております。 

 それと、評価審査委員会というのは課税主

体である市町村長から独立した、これは第三

者機関として中立公正に審査申し出の審査が

できるよう税法上規定されております。委員

は非常勤の特別職であるため、町職員である

書記が一般事務を担当はします。しかしなが

ら、その審査決定の中身に対して関与すると

いうことは、これは絶対できませんので、今

まで言われてます、別の行政委員会というこ

とで逃げるという言い方をされております

が、これは決して逃げておるわけではござい

ません。その審議、経過に対しましては我々

は口出しはできないということでございます

ので、それはその過程においてその情報を出

すということもなかなかしにくいと、町長部

局の職員としてはしにくいという立場でござ

います。 

 それと、固定資産評価委員は評価以外に何

か述べられているかということでございます

が、これは７月29日に審査委員会の委員長か

ら町長あてに要望書が提出されております。

内容につきましては、太子町、議会、地権者

等の関係者が協力して問題解決に進んでいく

ことを要望するという内容でございます。今

回、役場内の事務不手際で審査委員会の委員

さんに対しましては大変なご迷惑をおかけい

たしておりますので、これにつきましても町

のほうからも謝罪をいたしております。 

 それと、職員の住民に対する態度というこ

とでございますが、職員に対しましては事務

処理ミスをなくすよう日々チェック体制のあ

り方を指導しているところでございます。事

務処理ミスが起こった原因及び問題点を検証

させ、管理監督職員によるチェック体制の強

化、チェックリストの整備、事務処理マニュ

アルの作成等の対応をとらせております。今

後はこのようなことがないように努めていき

たいと思っております。 

 また、職員の住民に接する態度につきまし

ては、常日ごろより町民の方々にはお客様で

あることを肝に銘じて対応するよう指導して

いるところではありますが、当町職員と町民

との中で不愉快な印象を与えましたことにつ

きましては非常に申しわけなく思っておりま

す。これまで節目ごとに接遇研修を実施して

おりますが、今後ともこれらの研修を継続す

るとともに、管理職を通じまして、来庁され

ました町民の方々が満足していただけるよ

う、心温まる対応によりまして一層意を用い

るよう指導を徹底していきたいと思っており

ます。 

 以上です。 

○議長（熊谷直行） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） お答えいたし

ます。 

 先の８月の総務常任委員会には所用で欠席

させていただいとります。申しわけありませ

んでした。 

 それと、解決と現状ということでございま

すけども、これにつきましては７月の総務常

任委員会の会議録にも書いてありましたよう

に、関係者との協議がない状況ですので、進

捗はないということでございます。 

 また、町の取り組みにつきましては、今後

協議する中で内容及び解決手法については検

討していきたいというふうには考えとりま

す。 

 以上です。 

○議長（熊谷直行） 服部議員。 

○服部千秋議員 職員の態度について先ほど

答弁がありましたが、管理職にも言って徹底

していくというようなお話であったかと思い

ますが、管理職の中にも改めるべき態度の人

がいますので、管理職も含めてきちんとして

いただきたいと思います。 

 それから、固定資産評価委員会の松田委員

長から今あった内容がご紹介ありましたが、

町も議会も、もう一つちょっと言われたのを
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きちっと聞き取れなかったのですが、みんな

で協力して解決してくださいねということで

あると内容は思うんですけど、議会側が以前

にも町と議会と地元の人と三者一緒になって

解決に向けて取り組んでいったらどうですか

ということを提案をしたわけですけれども、

役場側はその必要は今はないということをお

答えになりました。このたび固定資産評価委

員会の委員長からもそういうことは出てるわ

けですが、解決が本当に至難のわざであると

いうのは私も承知してますし、至難のわざだ

と本当に思ってます。でも、町も一緒になっ

て解決のテーブルに三者一体になってつこう

とはなぜされないのでしょうか。お答えをお

願いします。 

○議長（熊谷直行） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） お答えいたし

ます。 

 その件につきましては、去年の10月でした

か、太子苑の関係者の方の質問状にも書いて

ありましたように、その時点では必要ないと

いうことでございます。 

 以上です。 

○議長（熊谷直行） 服部議員。 

○服部千秋議員 その時点では必要でないこ

とですというふうに今お答えになったんです

けど、今の時点ではいかがですか。 

○議長（熊谷直行） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） 今の時点でも

必要ないというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（熊谷直行） 服部議員。 

○服部千秋議員 地元の方に手紙を送って書

いてますようにってこう言われたんですが、

私はその手紙の内容を知らないんですけれ

ど、どういう理由で今も必要がないのか、お

答えください。 

○議長（熊谷直行） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） 当時の手許に

資料がありませんので、内容についてはちょ

っと記憶にございません。 

 以上です。 

（服部千秋議員「調べて答えていただ

くこと無理なんでしょうか」の声あ

り） 

○議長（熊谷直行） 暫時休憩します。 

（休憩 午後１時59分） 

（再開 午後２時10分） 

○議長（熊谷直行） 再開いたします。 

 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） それでは、お

答えいたします。 

 現時点では三者が話し合う場は必要ないと

考えます。現在の状況は地図混乱の状況を把

握されてる途中の段階であると認識していま

す。登記簿に存在しているにもかかわらず土

地の実体のない地権者が存在する状況の中、

全員の同意を得るためには直接の利害関係者

による協議の場が必要であり、混乱区域内で

土地を生み出すか、金銭による和解をするか

であると思いますが、どちらにしても直接の

利害関係者である地権者全員の話し合いが最

優先であると考えます。地図混乱の問題は地

権者それぞれの私権が絡んだ問題であります

ので、行政は和解が成立した後の地図訂正や

地籍調査など具体的な事業が可能となった段

階において積極的に関与することができると

考えます。 

 以上です。 

○議長（熊谷直行） 服部議員。 

○服部千秋議員 今、途中の段階なのでそう

いうものは必要ないということをまず最初に

言われたと思うんですが、途中から私は一緒

になって解決していこうとされるべきだと思

います。 

 それから、今読み上げられた中で、直接の

利害関係者等が相談してやるべきだというニ

ュアンスのことだったと思うんですが、役場

も土地があるんですけど、役場は直接の関係

者ではないんですかね。それをお答えくださ

い。 

 それから、今、和解成立後積極的に役場は

かかわっていくとおっしゃったんですが、先

ほども述べましたように役場の土地もあるの
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に途中から役場も加わらなければ、その和解

成立後に役場が加わるというのは矛盾すると

思うんですけど、いかがでしょうか。 

○議長（熊谷直行） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） お答えいたし

ます。 

 まず１点目ですけども、途中という考え方

も一部にはあろうかと思いますが、町としま

したらやはり直接の利害関係者が優先的に話

し合うといった考えでございます。 

 それと、地図訂正及び地籍調査など具体的

な事業が可能となるといいますのは、やはり

和解が成立すれば当然地図訂正や地籍調査が

入って、太子苑一帯の地図混が解消されると

いった意味で、積極的に関与できるといった

意味でございます。 

 以上です。 

○議長（熊谷直行） 服部議員。 

○服部千秋議員 役場の土地もあるんですけ

ども役場は関係者でないんですかというふう

にお尋ねしたんですけれど、それはなかった

のでまた答えてくださいね。 

 それから、今のお答えの中で直接の利害関

係者には話に乗るみたいに今私には聞こえた

んですけど、どういうことですか。直接の利

害関係者が言ってきたら話、相談に乗るとい

うことですか。そうでなくて、私が申し上げ

てるのは役場も関係者でしょ。一緒に役場も

入らなかったらその最終、和解が成立してか

ら役場の出番だみたいなことおっしゃってる

んですけど、その途中、段階にも加わらなか

ったら全く解決できませんけど、どういうこ

とですか。 

○議長（熊谷直行） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） お答えいたし

ます。 

 役場といいますのは、いわゆる道路内とい

う考えでおります。ですから、境界等につき

ましては基本的には地図混の中でわからない

ながらも、町の所有権につきましては道路内

というふうな認識ではおります。ですから、

関係者ではありますけども、直接利害関係と

いいますか、境界問題等につきましては余り

存在しないんではないかと。ですから、あく

まで道路法による道路内という考えでおりま

す。ということでございます。 

 以上です。 

○議長（熊谷直行） 服部議員。 

○服部千秋議員 役場の土地は道路内にある

というふうに考えているということですけ

ど、それは言い切れるんですか。そのように

考えてるとおっしゃってますけど。それか

ら、役場の土地と、仮に道路内にあるとし

て、道路内でないところももしかしたら考え

られるかもしれないと思いますが、面積をき

ちっとはかっていくと、はかって計算してい

くと。その地元の人とその持ってる土地の方

と土地が隣接しているので、何で、なぜ役場

はそれなのに関係がないと言えるんですか。 

○議長（熊谷直行） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） 地図訂正とい

いますのは、あくまで地図の隣接であって、

それの同意でございます。あくまで、いわゆ

る現地の線の境界ではありません。というこ

とで、道路内の所有であれば字限図上それで

十分事足りるということでございます。 

 以上です。 

○議長（熊谷直行） 服部議員。 

○服部千秋議員 お尋ねしたことをお答えに

なっていないんですけど、役場としては道路

の中に役場の土地は全部あると、そういうふ

うに何で、なぜ言えるんですか。 

○議長（熊谷直行） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） 大部分が公衆

用道路として登記されているといったことで

ございます。 

 以上です。 

○議長（熊谷直行） 服部議員。 

○服部千秋議員 登記、そうでないものもあ

ると思いますし、どこがどうかわからないか

ら地図混乱だというふうに以前、大分前地図

混乱のことを聞いたときに、私は具体的な場

所を示してお聞きしました。そうすると、総

務部長は当時、どこにどれがあるかわからん
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から混乱なんであるというようなことをお答

えになったと思いますけど、どこに何がある

かわからないということを答えておられなが

ら、なぜ道路のとこに町の土地全部あるって

言えるんですか。 

○議長（熊谷直行） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） どこにどうあ

るといいますのは、要は現地と字限図とが違

うからです。ですから、ちょっと考え方とい

いますか解釈が違うようですのではっきり言

っときますけども、要は字限図と現地が違う

から地図混なんです。ですから、地図混とい

う法務局の指摘になっとるんで、いわゆる土

地については、私の土地はここにあります、

隣が全然いわゆる字限図と違います、そうい

う形が俗に言います地図混、それが区域が広

いんで地図混だという法務局の見解です。 

 以上です。 

○議長（熊谷直行） 服部議員。 

○服部千秋議員 一般論でお答えになってる

と思うんですけど、現地と字限図が違うとい

うのは、そういうことは私もわかってます。

ですから、それであれば役場の土地が今の現

在の道路の中にあるというふうに、なぜそう

だというふうに言えるんですか。 

○議長（熊谷直行） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） 先ほども言い

ましたように、公衆用道路として登記されて

るということでございます。 

 以上です。 

○議長（熊谷直行） 服部議員。 

○服部千秋議員 公衆用道路以外では登記の

土地はないんですか。 

○議長（熊谷直行） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） たしか用悪水

路があったように記憶いたしております。 

 以上です。 

○議長（熊谷直行） 服部議員。 

○服部千秋議員 ですから、公衆用道路以外

のものはゼロではないはずなんですけれど、

役場はそれでほなもうほとんど公衆用道路に

入っとうから私んとこはもう利害関係ないっ

て言えるんですか。 

○議長（熊谷直行） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） 基本的には地

図訂正については直接は関係ないというふう

には考えております。 

 以上です。 

○議長（熊谷直行） 服部議員。 

○服部千秋議員 地図訂正についてはという

よりも、町民いろんな方がおられて、それぞ

れ土地持っておられて、町民でない方もおら

れますけど、役場も土地があったら、みんな

でそこの関係者みんなが協力しなかったらで

きないんちゃうんですか。 

○議長（熊谷直行） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） ですから、地

図訂正には必要です。あくまでそれは地図訂

正する中での要は集団和解といいますか、全

員和解となったときには当然、多分所有権と

して町の職員、いわゆる町長印が要ってくる

というふうには考えております。 

 以上です。 

○議長（熊谷直行） この今の質問、同じこ

とばっかりなんで。 

 服部議員。 

○服部千秋議員 ですから、協力的に町もこ

の問題に対して接していただきたい。いろん

なことを言われてるんですけど、協力的に接

していただきたいと。申し上げても全然、顔

を見させてもらってもそういう雰囲気には見

受けられないんですけど、協力的に接してい

ただきたいと思います。 

 それで、固定資産評価委員会が先ほど総務

部長から第三者機関としてと、当たってると

いうことでありました。ですから、公平な立

場で当たっていると思いますが、そのような

委員会から三者協力して問題解決に当たって

ほしいということも出ておりますのに、なぜ

この時点で役場は三者協力して、その中に入

って解決しようとされないんでしょうか。 

○議長（熊谷直行） これも先ほどから同じ

質疑ありますけども、もう一度答えていただ

けますか。 
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 総務部長。 

○総務部長（佐々木正人） 固定資産評価審

査委員会は、あくまで土地に関する評価の申

し出ということでございます。それにあわせ

まして、そういう数多くの申し出が出たとい

うことに対しましては、やはりその固定資産

評価審査委員会としても大変なことだなとい

うことの実感の中で、できるだけ早くそうい

った解決方法を見出してやってくださいとい

う要望でございますので、それは要望は要望

として受けとめさせていただきまして、そう

いう協力できることは協力していって解決し

ようということでございます。それが今の時

点で、議会、町、地権者、それが三位一体と

なって今現在そこまでする内容の必要性があ

るかといいましたら、先ほど冨岡部長が答え

ましたように、そういった時期も来るであろ

うと思いますが、現在の段階ではそういう地

図混乱区域のまず確定ということが先決問題

でありますので、これにつきましては個々の

業務として地権者と町とでやれるということ

でございます。 

○議長（熊谷直行） 服部議員。 

○服部千秋議員 最後に申し上げておきます

けれども、今の段階ではその三者一緒にやる

ことが必要ないということをおっしゃってま

すが、それは私はおかしいと思います。どう

しても途中の段階でも町も加わる部分がなけ

れば解決ができないと思います。役場は今そ

れは必要ない、それはしないと言われてるわ

けですが、とても残念でなりません。難しい

ことは本当に難しいし、本当にこれやり始め

て最後までやり切れるのか、本当にそれも難

しいなと思う部分が、私も実際にそう思って

ますけれども、そうであっても町民が困って

おられるのですから解決しようという姿勢を

町にとっていただきたいと私は思っておりま

すので、今の答弁は残念でなりません。 

 以上です。 

○議長（熊谷直行） 以上で服部千秋議員の

一般質問は終わりました。 

 次、桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 通告の順に一般質問を行い

ます。 

 最初に、災害対策等につきましてでありま

すが、既に何人もの議員がこの件について姿

勢を問うておるわけでありますけれども、こ

れらの質問をし、重複することであればこれ

これと重複するとの答弁で進めたいと私は思

ってますんで、当局のほうもその旨承知して

対応していただきたいと思います。 

 佐用町あるいは宍粟市、朝来とか、これ兵

庫県内ではこの集中豪雨による災害が発生を

しておるわけでありますけれども、何を教訓

とするかというのが大事だと私は思うんで

す。それについてしっかり触れていただきた

いと。 

 それから、通告でも指摘をしておりますよ

うに、ハザードマップの再点検と避難等に万

全を期す必要があると。こういうことについ

ては既に答弁があっておりますので、それと

重なるようにも思いますので、当局で答弁の

中ではそれは整理をしてもらいたいと思いま

す。 

 それから次に、私は、いろいろ汚水対策等

の答弁もこの中で出てきておりますし、また

降雨量がどの程度でどうなる、あるいは水位

が大津茂川で3.3メーター、あるいは林田川

で1.9メーターと、こういうような状況にな

ったときには避難判断をするとか、こういう

答弁が既にあるわけでありますが、本町の場

合は主な河川というのが先にも触れられてお

りますように大津茂川と林田川と、こういう

ような状況の中で、どうしても内陸部として

の位置、さらにはすぐに水が引かない状況っ

ていうのがあるわけですから、それらについ

てやはり一時的に遊水、調整っていう機能を

持たせる必要がどうしてもあると。先ほども

下流域、姫路市との放水、放流の関係では協

議をしないといけない、それは当たり前の話

なんで、その協議をして、どの程度の水がど

ういうふうにどこで放流をするか、こうなっ

てくるわけです。しかし、姫路市の側も林田

川の側へ水をやるわけにはいきませんので、
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結局播洞川とか大津茂川とかということにな

ってまいりますし、それらを含めて一定の遊

水機能がなければ全体的な水をはかすことは

できない。ゲリラ豪雨というのは、どこでど

う起こっても不思議でないと言われているよ

うな状況でありますので、さらにそのことが

必要かと。どんな水路、あるいは放流するた

めのものを持ったとしても、一時的にため置

くところがなかったら無理だと、内陸の場合

はね。そういう点で農地、あるいは空地って

いうことを重視して私は通告し、前にも言い

ました。そういう点でしっかりとした施策が

必要だろうと、このように思います。中学校

のグラウンドの問題も出ておりましたけれど

も、それらとあわせて遊水機能がなければ内

陸の場合は無理だということと、それからマ

ップのことも前にも言いましたように、避難

所へ行くまでに太子町の場合は大変なところ

を通らなきゃならないというような状況があ

るわけですから、しっかりと再点検をして見

直す必要があると、こういうことを通告で指

摘をしているわけですが、まずそれらについ

て答弁を求めます。 

○議長（熊谷直行） 総務部長。 

○総務部長（佐々木正人） この災害に対す

るハザードマップの再点検と避難等に万全を

期す必要があるがということで、午前中より

災害につきましては答弁をさせていただいた

とおりでございますが、その中でも教訓とし

ましては、そのゲリラ豪雨も考慮した対策を

立てる必要があるということでございます。 

 今後につきましては、避難勧告、避難指示

の基準や避難誘導の方法、先ほどおっしゃい

ましたように避難経路ということでございま

すが、そういった方法につきまして、今回の

台風９号の災害の検証結果というものがまた

出てまいろうかと思いますが、そういったも

のも踏まえまして、教訓としてそういうもの

を考えながらそのハザードマップのほうも、

中にも反映をしていきたいと考えておりま

す。 

○議長（熊谷直行） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） 農地の問題で

ございますけども、農地の遊水地としての活

用でございますが、これは十分調整池として

の機能があるというふうには考えられており

ます。しかしながら、所有者が農地法の届け

出や許可によりまして転用があるのも事実で

ございます。そういったことから、市街化農

地での転用をしないということで補助金を出

しているという自治体もあると聞いています

が、太子町ではそういうことは考えておりま

せん。今の時点では雨水基本計画に沿って雨

水整備を実施していきたいというふうに考え

ております。 

 以上です。 

○議長（熊谷直行） 桜井議員。 

○桜井公晴議員 今の答弁は否定はしません

けども、雨水基本計画で変更契約の申請をし

て、それで先ほどの雨量については下流域と

の整合を図るっていうて答弁したわけです

ね。だから、そのことを否定しませんけれど

も、まずは農地や空地、それをいかに現状の

まま置いていただくかというたら、やっぱり

固定資産税が高い、それを特に市街化区域の

中では資産税の問題がいつもなるわけですか

ら、負担調整で一々上がるわけですから、少

なくとも固定資産税分で、例えばですよ、そ

ういうことも含めて措置をしないと、そらあ

んたとこでそれでそのまま置いといてくれと

言われても、固定資産が高いんだから他に転

用したりして利用したりしたいというのは当

たり前の話ですからね。そういう所有者にメ

リットがあるようなことも行政的には措置を

しないといけないことになります。だから、

それらの減免を含めて所有者の同意が得られ

ない、同意がないと、いつそれが農地でなく

なるかわかりませんから、そういうことにつ

いて同意が得られるような施策が要ると、こ

ういうことを私は言おうとしとんですよ。そ

れらは積極的に活用しないといけない。とい

いますのは、家がどんどん建ってまいります

とより一層１カ所に集中するんですよ、水

は。だれにも言う必要ないかもわからんけれ
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ども。そのことによって被害が起こるし。そ

れから、避難の関係でも、太子町のように狭

隘な道路、そこに隣接する水路には防護さく

もほとんどないと。こういうような状況で

は、いつ一定の水が出ても二次災害的な、こ

れは人災と言われる事故が起こるっていうの

はもう必至であります。そういう点から対応

が必要やと。遊水機能を持たせるというの

は、それだけのことができるわけですから、

その対応については積極的に考えないといけ

ないと。基本計画で雨水をやったとしても、

排水は下からやらないといけないと。千種も

そうですからね。下からやってるわけです

わ。そやけど、下からやると同時に、下がそ

れだけ受けられる、そしたら降雨の状況によ

っては集中するところをどうさばくかという

たら、大変なことになりますね。これまでに

２つの川というのは、いずれにしても天井川

になるんです。この間の雨のときでも吉福の

ニュータウンのとこら辺の人は再々見に出た

と言われております。それは当たり前の話だ

と思います。そやから、大津茂川流域もそう

だし、それから私とこの近くの隅田でももう

かなり水位が上がってくる。そしたら、今暗

渠にしたところにどれだけ水が機能しよるや

ろかというて、わかっとる人は見に出て、そ

れだけ水がさばけよんやろかということもお

っしゃってました。当たり前ですね。そうい

うことを対策しても以前のような状況じゃな

くて水位が上がってきてるっていうようなこ

とがあるわけですから、それらはなぜかとい

いますと、ＪＲの鉄軌道あるいは道路が東西

で邪魔をするんですね。邪魔するというて、

それは排水障害になる。こういうことがひい

てはその一帯を冠水させたり浸水させたりす

ると。道路を越えるか、あるいは鉄軌道を越

えない限り水はさばけへんというような状況

があるんです。それらのことをしっかり解決

できるようなことというのは、一定の遊水で

後に排水すると、そういう機能を持たせる以

外に実際ないんじゃないですか。だから、そ

れらを真摯に、また真剣に考えないといけな

いと。これらも基本計画の中にはしっかり織

り込んだものでないといけないと。１カ所に

集中するには無理があるというようなことで

ありますから、遊水機能を果たせるような取

り組みがやはり大切だと再度確認をしたいと

思うんですが、農地やなんかについては水だ

けじゃありません。何回も言いますけれど

も、他の災害のときにも緩衝帯になります。

火災も含めてですね。それから、さらには地

下水の涵養にも役立ちますと。こういうこと

ですから、よりこれらを残していくような施

策、それが災害対策に直接結びつくというこ

とだと思うんですね。そういう点は研究して

方向を決めていくほうが、これから排水だけ

を工事で行うっていうようなことで巨額な金

をかけていくことと遊水機能を持たせること

に金をかけることとどちらがいいかというこ

ともありますね。そこらを含めて一定の取り

組み姿勢について伺っておきたいと思いま

す。 

 それから、佐用で特に、清原議員もちょっ

と触れておりましたけども、町長が悲壮な声

で避難を呼びかけて、実際にはちょっと高い

ところから見ていると車が浮いとる、こうい

うような状況でどこへどない避難せえ言うん

やと、こういうことで批判の声がすぐにちま

たに聞かれたと。こういうような状況ですか

ら、少なくとも避難を呼びかける場合は、ど

こをどうっていうことがなければやってはい

けないし、今回の人災的な二次災害が起こっ

たのも、逃げろ、あっこへ行けと、そういう

ことで水路に落ちたりして被害が拡大されて

るわけですね、人的被害が。そやさかい、そ

ういうようなことについて町がこれをほんま

に教訓にしないといけないと思うんですが、

その体制も必要です。それらのことについて

再度説明を求めます。 

○議長（熊谷直行） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） お答えいたし

ます。 

 先ほど来話が出てます水路といいますか雨

水の処理の問題ですけども、それにつきまし
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ては清原議員のときにも説明させていただき

ましたように、やはり水が集まるところ、ま

たはけにくい、俗に言いますボトルネック的

なところはおおむね町内でわかってきており

ます。そういったことから、それともう一

点、新しい道があちこちにできてきておりま

す。そういったことを全体を踏まえて排水計

画も必要かというふうにも考えております。

その中で、どうしてもやはり太子町の西半分

は下流、姫路市側に流さざるを得ないといっ

た地形の中から、どうしても姫路市さんとの

協議の中で、はけないようであれば当然調整

池が必要なってくるといったことで、特に市

街化区域内につきましては十分にその辺を検

討した中で事業認可といいますか、そういう

手続をとっていきたいというふうに考えてお

ります。 

 以上です。 

○議長（熊谷直行） 総務部長。 

○総務部長（佐々木正人） 誘導の体制とい

うことでございますが、これにつきましては

各地区単位では水路や土地の利用形態により

浸水、現在のハザードマップでございます

が、浸水想定区域等の状況も今後また変化を

していくと思います。そういった地域におい

て把握されてる情報を収集しながら適宜その

情報の把握に努め、そして先ほども申しまし

たように避難誘導の方法等につきましても今

回の教訓を、佐用における災害を教訓といた

しまして今後ハザードマップの中に反映させ

ていきたいということでございます。 

○議長（熊谷直行） 桜井議員。 

○桜井公晴議員 またいろいろ聞きますけ

ど、ちょっとね。私はちょっと関心を持って

見てみたのが、防災対策で、神戸新聞の２度

目の水害というて佐用町からで、ここで県の

第三者委員会、千種川委員会の委員長の神戸

大の道奥教授が言っておられること、それか

ら本町で、もう亡くなられましたけども、川

島の柳澤さんが建設省に勤めながら、堤防を

高くしたりする方法はよくないと、こういう

ことを強く言われて、それがあの方は大津茂

川のことやら揖保川のことやら、あるいはな

ぎさのことも含めてあり方を建設省の役人で

ありながら提言をされたということなんです

ね。そういうことと同じようなことが、想定

外の雨量に対して堤防を高くするだけでは限

界があると、避難方法や危険水位の見直しな

ど、災害を防ぐだけでなく、起きた際の対処

を考えていかないといけないということを新

聞でも触れられて、僕はそうやと思うんや

ね。そのことがどういうふうにこれから見直

されたりするかということがあると思うんで

す。だから、何か起きたら堤防を高くしたり

いろいろする。しかし、そこは一たん溢水し

て決壊を始めたらもう手のつけようがなくな

るわけですからね。だから、そういう点で

は、昔から地形上は低いところに低いところ

に水が流れて、そして川となって現在がある

と、こういうようなことに逆らっているとこ

ろは非常に災害が起こりやすいと。こういう

状況ですから、それらも点検の中に入れない

といけないと思うんですけど、その点はいか

がですか。この先生の言い分というのは私は

大事やと思いますが。 

 読んでないんかいな。情けないなあ。 

○議長（熊谷直行） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） 今、桜井議員

のおっしゃるとおりでございまして、どの河

川につきましても50年に一回、100年に一回

という理論計算の中でのいわゆる河川が整備

されとります。ですから、それを超えて、か

なり超えればやはりどっかで無理が起こる可

能性が十分にあって、新潟ですか、あれの溢

水、はんらん等のこともありました。ですか

ら、極力あふれないように、溢水しないよう

にという状況の中で、やはりもしものときに

は今言われたようにいわゆる避難、風水害対

策編とか、そういう中での避難等につきまし

て十分徹底といいますか周知していく必要が

あるんではないかというふうに考えておりま

す。 

 以上です。 

○議長（熊谷直行） 桜井議員。 
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○桜井公晴議員 後またいろいろ質問の機会

ありますからいいですけども。要はゲリラ豪

雨というのは今まで余り言われなかったこと

でしょ。最近の異常気象から来る、どこにど

ういうふうな降雨があるかわからんていうこ

とが起こって、佐用でも年いった人でも経験

がないと言われてるぐらいのことが起こって

るわけですね。だから、それはどこでどうい

うふうに起こるかわからんわけです。だか

ら、その中で、51年に大きなここではありま

したから、それは経験してるんですけど、そ

れ以上のことが起こる可能性はどこでもある

んです。そういう取り組みをいつどうすると

いうことがなかったらいけないのと、集中的

に起こったときにどこへ集まるんかというこ

ともしっかり検討して、今後の方向を確認を

するべきだと思うんで、その意見だけ言っと

いて次に移ります。 

 それから、太子町の教育行政について、６

月に私は教育長に見解なり姿勢を正したわけ

ですが、今回の通告でも、そのときには就任

して間近なことだったから、それらについて

はまたよく勉強をしてというような答弁であ

りました。やはり一般の教職員として教育に

かかわる立場から太子町における教育の最高

責任者教育長に就任されたわけです。その後

の姿勢と取り組み等について、再度その点に

ついて伺いたいと思います。太子町教育全体

の問題ですね。 

 それから、教育委員会の業務というのは学

校教育あるいは社会教育等多岐にわたります

が、その中には施設、体制、条件、本町の現

状というものを分析的にとらえる必要がある

と思うんで、外から入って見た場合の太子町

の現状をどう見られて、教育全体を今後充実

させるためにどういうふうに取り組むべきか

というのは教育長としては持っていただかな

いといけないと。こういう点から再度、社会

教育面も含めて伺いたいと。 

 それから、給食問題では、既に給食問題調

査特別委員会でも、米飯の問題あるいは南国

市の取り組みを教訓にして炊飯器を活用して

はと、こういうことも言ってるわけでありま

すけれども、それらについてもあわせてこの

際説明を求めます。 

○議長（熊谷直行） 教育長。 

○教育長（寺田寛文） 失礼いたします。一

般教員として教育にかかわる立場から教育長

の姿勢ということで答えさせていただきま

す。前回のことと重なるかもしれませんが、

ある程度また拡張して、つけ加えさせていた

だいてお答えさせていただきたいと思いま

す。 

 “和のまち太子”を目指す心豊かな人づく

りを基調にしまして、新学習指導要領の趣旨

を生かしまして、学校園教育のテーマを、生

活する喜び、学ぶ楽しさを味わわせる信頼感

に満ちた学校園づくりと設定しております。 

 もう少し具体的に詳しく言いましたら、

日々の生活、学びの場においてできなかった

ことができる喜び、わからなかったことがわ

かる楽しみを味わわせて、もっとできるよう

になりたい、もっとわかるようになりたいと

の興味、関心、意欲等を掘り起こして、学習

の仕方、生活の仕方、つまり生き方の土台が

身につくように指導の徹底をするとともに、

他者とともに生きる姿勢を身につけさせるよ

うに校長を通じて一般教諭に指導をお願いし

ているところでございます。 

 今のところをもう少し具体的に努力目標と

いうことで、先ほど午前中出ましたように６

つの項目について、これも挙げさせていただ

いとります。 

 １点目は、安全な生活、学びの場の確保と

しまして、保護者や地域との連携による信頼

される学校園づくり、または学校園の安全確

保の取り組みをお願いしてます。 

 ２点目、学力の向上と個性の尊重としまし

て、主体的に学ぶ資質を育てる取り組み。新

学習システムを活用した学力向上の取り組

み。 

 ３点目、心の教育の充実としまして、真の

きずなづくりで心を育てる実体験、または実

感の場づくりで心を育てる。心身の健康づく
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りで心を育てる取り組みの推進。 

 ４点目、生徒（生活指導）を含めまして、

その充実を図ると。触れ合いを大切にする、

子供に返す、包み込む、聞く、粘り強さを柱

にした指導体制を構築する。 

 ５点目、人権教育の充実としまして、自己

表現の志を育て、共生の心を育成する取り組

み。 

 ６点目、教職員の資質、指導力の向上とし

まして、豊かな人間性と高度な実践知の高揚

を図れる指導及び育成に努めるというような

ことを具体的に挙げまして学校教育に取り組

んでおるわけでございます。 

 その次に、社会教育につきましては、まず

施設面につきましては、所管する施設には各

公民館を初め図書館、歴史資料館、文化会

館、体育館等々がございますが、これらの施

設の中には昭和40年代、または50年代の前半

に建築したものがあり、老朽化や狭隘になっ

ているもの、あるいは耐震面で問題がある建

物もあります。これらの施設は災害時の避難

場所に指定されているものも多くあるため

に、今後財政課と協議し対応を進めてまいり

たいと考えております。 

 また、体制面については、現在実施してお

ります各事業につきまして、生涯学習ボラン

ティア、学校支援ボランティア、専門的な分

野の講師など、多岐多分野にわたりたくさん

の方々のご協力を得て実施しております。現

在、各公民館ではさまざまな学習の機会を設

けて、そしてこうした学習の場で学ばれた方

や、多くの経験や知識を持っておられる町民

の方が活躍していただける場として今後も協

力体制を、また支援体制を充実させていきた

いと考えております。 

 近年は特に社会教育のほうでは人と人が実

際に向き合ったり触れ合ったりする機会が極

めて少なく、地域、家庭のつながりも希薄化

し、人と人との心のきずなが細く切れやすく

なっております。町民の方々の触れ合いのあ

るこうした事業を通して充実させ、ともによ

りよい地域社会づくりを目指していけるよう

な体制づくりを進めてまいりたいと考えてお

ります。 

 最後のほうでご指摘になりました炊飯器の

件ですが、今のところ学校現場、または校

長、また保護者等々の意見を聞きながら検討

しているところでございます。いましばらく

お待ち願いたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） 桜井議員。 

○桜井公晴議員 ちょっと私は、先ほど答え

があった中で、太子町の場合も、どこともそ

うなんですが、市街化区域と調整区域、そう

いうことの中では人口動態が変わってくるわ

けですから、学校施設等においても大きな差

が、格差が生じると、こういうなことがある

わけです。余り例としては、当然考えないと

いけないことなんで言いますけれども、施設

間格差というのが挙げられると思うんです

が、１つは龍田小学校と太田小学校、これは

隣り合わせ、同じ東中学校区で、教育の機会

均等を含めても是正のための取り組み、その

ためには小学校区の再編とかを含めた取り組

みをして、より一層同じような条件で学校教

育が受けられるようにすべきだという、こう

なってしまっているから仕方がないっていう

のを私は今回聞いてるわけじゃないんです、

こういうあり方に方向を模索したり変えてい

かないといけないなというのは提言だろうと

思うんですね。だから、そういう点で私は気

になりますことで今言ってますが、そのこと

についてもこのままでいいかどうか、今後ど

うするかというのは教育長としての姿勢があ

ってしかるべきと思いますが、いかがかと。 

 それから、活字から離れつつある中で、本

席でもいろいろ問題が出てくるわけでありま

すけれども、図書館と学校図書館の利用拡大

っていうことが挙げられます。特に学校図書

館では司書教諭の配置っていうことをここで

も何回か言うてきたわけですが、そういうこ

とで活字文化の国でありますから、より一層

読んで考えて想像する、そういう中に痛みも

わかるっていう子供たちが育っていくという
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ような状況がありますので、この司書の問

題。 

 それから、図書館では今新刊書等のものが

やはり──住民の方の意見ですよ──ちょっ

と少ないんでないかと。予算を削っておるか

らこうなっとんかという意見もあります。そ

ういう点では、ニーズにこたえるだけではな

しに、必要な図書を蔵書として置き、利用し

ていただくような形が必要なんではないかと

思うんで、その点も施設面では整理をして答

えていただきたいと。 

 それから、先ほど清原さんも言われたよう

な民主化推進協議、いわゆる人権教育ってい

うことが今、先ほども言われましたけれど

も、私はもう半強制的になっていくような人

権教育の機会はやめたほうがいいと。あくま

でも、それこそ自主的に学び、そしてみずか

らが差別を許さない、そういう条件をつくっ

ていく自主的なものだと。そういうことです

から、自主学習に切りかえていくべきやと。

それが社会教育の責任だと思いますが、その

点。 

 それから、学校教育の点では南国のことを

今研究中だと言われますけども、釈迦に説法

だと思いますが、学校給食法が制定をされま

してから約55年ですか、たっとんやね。

1954年ですから、今で55年ほどたつというこ

となんですが、その中で、この四、五年前に

食育基本法がつくられました。より一層これ

を、何かといいますと、食の問題というの

は、やはり国の問題であり、社会の問題であ

り、人間の安全保障とも言われるんです。そ

ういう点から、学校教育の中でしっかり位置

づけるということが言われておりますし、指

導もすると、こういうことがこの食育基本法

の中で私は触れられていると思うんです。そ

れらのことについて考えますと、みずからつ

くり、みずからよそい、あくまで私が思って

おりますのは、米飯を増やして副食の給食は

センターでと、こういうふうに言ってるわけ

ですから、試行的にも必要な施策は講じて、

一緒になって教職員が指導をする。それから

もう一方では、栄養教諭とか栄養職員の配置

の問題もありますわね。それをどう配置する

かということでは財政的な面ももちろん出て

くるわけです。それらのことを県とも協議を

しておかないといけない問題でありますけれ

ども、生きた教材、生きた教科書だと言われ

る、給食は、人間づくりの。だから、そうい

う点を食育基本法あるいは学校給食法にのっ

とって位置づけて一緒に考えていかんといけ

んのと違うかと。そう思いませんか。ほい

で、法律はできとんですわな、2005年に。読

まれましたかね。もし読まれてたら感想をい

ただきたいと思うんですけどね。だから、指

導する、教材として学校給食を位置づける

と。ほんで、そのために教職員はこうしなけ

ればならないと。ちょっと一つ、全教職員が

全教科等において食育の実践者となること、

とか書いてある。書いてありませんか。これ

読みよったら時間かかるんで私ちょっと省略

しよんやけど。これらのことは食育基本法

で、あるいは学校給食法が一応この間に一つ

の方向、すべていいものではありませんけど

も、給食法が改正されて位置づけられている

わけですから、その中に食育基本法が出てき

て、そして教職員なんかがこうすべきやとい

うことを言って、それで生きた教材、生きた

教科書として食事を考えようと、こういうふ

うになってると思うんですけど、その点どう

ですかね。 

○議長（熊谷直行） 教育長。 

○教育長（寺田寛文） 失礼いたします。大

規模校と小規模校の違いによって、その機会

均等が保たれていないんじゃないかなという

ようなことがご指摘ございました。確かにす

べてが平等に扱われるということは実際に難

しいかもしれませんが、その辺の学習、基

礎、基本という面におきましては、やはり教

職員を増やす、または加配教員が増えるとい

うようなこと、そして教室等もできるだけ環

境づくりに努めております。また、今も加配

教員と言いましたが、新学習システム等でそ

の加配教員が増やされているところで、子供
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にとって指導者が増えるということは、やは

り基礎、基本のフォローができているんじゃ

なかろうかなあと思います。 

 また、読書指導の件ですが、確かに今12ク

ラス以上は司書教諭がおります。司書の免許

を持った者が読書指導に当たっております。 

 また、読書推進につきまして、確かに今の

社会の中で、物や情報があふれている中で集

中読書ということができない子供が本当に多

くなってきております。そのようなことを考

えまして、読書指導というものをどこの学校

も朝の10分、15分の間にとって、そういう読

書指導も進めております。 

 それから、食文化、食育というようなこと

でございましたんですが、確かにまだそうい

う申しわけないんですけども、給食法のこと

についてはまだ目を通していないのが現状で

ございます。 

 それから、全教職員が食育に当たるという

ようなことは確かにそのとおりでございま

す。今現在も全教職員がかかわりながら食育

に取り組み、またその研修に励み、今のとこ

ろその地域並びに保護者のほうからそういう

食育についてのご指導とかご指摘は受けてな

いところでございます。以後それもよりよい

ものにするために研修を重ねていきたいなあ

と思っております。 

 人権教育については、確かにこれは押しつ

けるものではございません。みずから学び、

みずから判断し、みずから思考していく中で

身につけていくもんではなかろうかなと思い

ます。これも道徳教育の中でそれを進めてい

きたいと思います。また、社会教育の中にあ

っても、そういうふうにしてその人権教育と

いうものは相手のことを考えながら自己実現

していくというような基本的なものがござい

ます。そういうものがあってこそ住みよい社

会になるんじゃなかろうかなあと思いますの

で、これからも推進し、よりよい、住んでよ

かったなあという太子町になることを願いま

して進めていきたいなあと思っとります。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） 桜井議員。 

○桜井公晴議員 最後のところだけ先に言っ

ときますけど、これを続けとっても何にもな

りまへんわ。これは進めるもの、私も助言者

やってきた者ですからようわかっとんですけ

ど、もう本当に残っていくことは何もならな

い。本当はみずからがやっぱり差別しない、

その立場で生きるということが大事なんです

から、自主的なものだと。ほで、他に押しつ

けるものでは決してない。当たり前のことで

すわ。それが結局は押しつけになってるよう

な民推協の活動の中にあるわけですから、そ

れらを再点検して、補助金がなかったらこれ

すぐつぶれます。それが現実です。だから補

助なんかやめたらええと。ということで、つ

ぶれたとこはそこで考えたらええわけですか

ら、何も費用かける必要はないと、こういう

ふうに。ほいで、社会教育分野で対応すべき

だと思うんで、その意見だけちょっと言うと

きたいと思います。 

 図書館のことはちょっと触れ、答え出ませ

んでしたな。今の利用の問題と、図書の希望

の問題と、予算が削られてどうもこういうこ

とになっとんですかという意見が出てきて、

私はちょっとその辺がはっきりしないんで、

これただしよんですよ。 

 それから、学校図書館、司書教諭は前から

おるんです、資格を持った者は。そうじゃな

くて、専任の司書を置いてでもやらないとい

けない問題があるんです。沖縄なんかはもう

すごい進んどんですね、これ一方では。だか

ら、そういう点では専任の司書が配置され

て、そして指導に当たるような状況が生まれ

てこないといけないんじゃないかというて。

私は司書教諭一般と言うたからそういう答弁

になったかわからんけど、その点ははっきり

させていただきたいということと、規模の是

正っていうのは課題としてしっかり持って、

どうしたら解決できるんだろうという気で教

育せんと私はあかんと思うんですよ。それは

もう規模の差というのは大きいですから。そ

やから、そこらの認識がどうあるかというこ
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とを言っとるんで、その点もはっきりさせて

ください。 

 それから、食育基本法というのはもう制定

されて４年ですから、これは読んでおられな

いと言われたらどうにもならんけど、読むべ

きやと思いますね。これは教員のことも書い

てあるわけですから。例えば、保育所・園の

中の新保育指針、幼稚園の教育要領、小・

中・高等学校の新学習指導要領でも食育が新

たな教育活動として義務化されたと。そうで

すよ、違いますか。だから、それはやっぱり

基本的には法律で縛られようわけですけど

も、やっぱりある程度縛らないとなかなか推

進でけへんと。こういうことから食育基本法

というのが出てきて、一方において学校給食

法を補完するような形になったということ

と、食の安全が今の状態では、地産地消を含

めて目に見えるところで安全な食事として供

給されていくような、つくることから始め

て、つくるというのは生産から消費に至るま

での過程の問題に触れられていくという大切

さがあるんです。だから、そこらを再度読み

直していただいて、太子町における学校給食

のあり方、それから食教育のあり方を整理し

ていただきたいと思うんですね。その点、再

度見解示してください。 

○議長（熊谷直行） 教育次長。 

○教育次長（塚原二良） 図書館関係のお答

えを先にさせていただきます。 

 図書館の関係でございます。たしか19年度

まで700万円程度の図書購入費ということ

で、これにつきましても何とかもう少しとい

うような、財政的な面もございますけども、

それから今現在750万円の図書購入費を充て

ておるわけでございまして、それもご案内の

とおり少子・高齢化の進む中で大活字本、ま

た少子化に向けては子供のブックスタート

等々、そういう面に工夫も凝らしながら現在

進めておるところでございます。 

○議長（熊谷直行） 教育長。 

○教育長（寺田寛文） 食育についてです

が、もう私のほうも詳しくそれの法律につい

て勉強したいと思います。ただ、栄養士が栄

養教諭となって、今のところ２名おる栄養教

諭が各学校を回りながら食育について指導に

入ってるところでございます。そういう意味

で、食の大切さ、食の重要性というものにつ

いては徹底して指導に入ってるところでござ

います。その後については残飯、そういう地

産地消というようなものに気を配りながら食

育について進めていきたいなと思っておりま

す。 

 以上です。 

○議長（熊谷直行） 桜井議員。 

○桜井公晴議員 また伺います。 

 それから次に、雇用対策等についてであり

ます。 

 東芝関連の企業の閉鎖あるいは業務縮小が

太子工場の一部閉鎖に続いているわけであり

ますが、先に発表されました東芝モバイル姫

路工場関連工場の閉鎖に伴う雇用対策、それ

から本町にある太子工場跡地の活用への取り

組み、これは申し入れ等が必要だと思うんで

ありますが、これらの取り組み経過について

説明を求めます。 

○議長（熊谷直行） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） お答えいたし

ます。 

 昨年来よりの急激な経済の変動によりまし

て厳しい雇用・失業情勢となっております。

国並びに県においては地域の雇用創出を図る

ため、ふるさと雇用再生特別基金事業及び緊

急雇用創出事業を創設するなど、地方財政対

策が講じられているところでございます。 

 そういった中、本町におきましては、これ

らの特別交付金を活用し、離職を余儀なくさ

れました非正規労働者及び中高年齢者等に対

して臨時的・一時的なつなぎ就業の機会を提

供するとともに、安定的な求職活動を継続い

ただけるような支援をしているところでござ

います。 

 それともう一点ですけども、10万平米にも

及ぶ工業用地に企業活動が有効に展開されま

すことは、町行政運営においても、また総合
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的な地域商工業の充実という観点からも極め

て重要なことでありますので、今後におきま

しても事業誘致活動は必要と考えておりま

す。 

 以上です。 

○議長（熊谷直行） 桜井議員。 

○桜井公晴議員 それだけか、答弁。えっ、

いやいや、何でこのぐらいの答弁になるんか

な。ほかにあるんかいね。ほかにあるんやっ

たら聞きまひょか。ないん。何も後からこれ

どないなことやとも聞かんからこれで置いと

うけど、何かあるやろと思たけどね。これま

でに話をしてこういう状況にありますと、今

後こういうふうに進めたいというのは東芝の

土地の問題もあると思うけど、その答えない

ん、取り組み。進んでなかったら進んでない

のも含めて、こういう取り組みしてるけども

という答えはないんですか。町長、どないな

んかいな。 

○議長（熊谷直行） 町長。 

○町長（首藤正弘） この東芝の事業の誘致

の関係、姫路の工場ではああした閉鎖という

ようなことになりました。しかし、我々この

太子工場の跡地、やはりＳＥＤの撤退からい

まだに新しい事業が誘致できません。しか

し、私自身も何も目をつぶって見てるという

ことではございません。国会議員、また東芝

の関連の皆さんにもお願いして何とかとい

う、張りつけてほしいということをお願いし

ておりますが、その中でいつも本社のほうか

らお聞きするのが、この東芝の太子工場の用

地は何かに活用するということはいつも言っ

ていただいておるんですが、今果たして何が

というのはなかなか難しいというようなこと

で、一度また近々本社のほうへ行きまして、

今ハイブリッド等に使うアルカリ電池ですか

いね、そうしたものの工場の誘致ができない

だろうかなという思いもいたしておるところ

でございます。本社のほうでは、そういうこ

この用地は有効活用ぜひするんだということ

は言われておりますが、少しでも早く何かを

持ってきていただきたいということで要望活

動は続けていきたいと、このように思いま

す。 

 以上です。 

○議長（熊谷直行） 桜井議員。 

○桜井公晴議員 これで、まあまあこちらの

用地のことは再三やっぱり言ったりしない

と、それは事業計画ですからそれぞれ企業が

考えていろいろやるわけですけど、プッシュ

もしないと忘れられていくようなものもある

と思いますので、その点はきちっと申し入れ

を続けていくっていうことが大事だと思うん

です。 

 そのこととあわせて、今回、先ほど言いま

したように液晶をつくっている、いわゆるカ

ーナビなんかの小型液晶をつくっておるのが

この工場、余部の工場でありますけど、全体

では2,600人だそうですが、この地域で

1,200人、いわゆる撤退計画があるわけです

けれども、そのうちモバイル関係工場が

400人余り、それからＴＦＰＤで500人余りと

か言われているんですけども、いずれもこれ

らはカーナビなんかをつくっとると、こうい

うことでありますが、モバイルのほうは１月

閉鎖、ＴＦＰＤは12月末をめどに生産中止

と、こういうふうに発表したんやね。その中

で九百何人がいろいろ、路頭に迷う人もある

かもしれませんけど、一応は何らかのことが

行われとるようですけども、先ほど言いまし

たように結局構造改革がどんどん進んで規制

緩和も進んで、アメリカ発の金融経済危機が

結局は日本の社会と経済に深刻な打撃を与え

てきてるということとあわせて雇用破壊と中

小企業がそれに巻き込まれて倒産をすると

か、そういうことで多くの企業が一定の終息

をしたりするとこが周りにも影響を大きく与

えるということなので、こういう生産中止と

か工場閉鎖が一方的に発表されて、そこで働

く従業員を初め下請関連の不安が増大する

と、こういう状況ですから、基本的には法令

を守るということと、個人とか事業主の事情

とか希望を尊重して、納得と合意に基づいて

これらが行われるというのは基本だと思うん
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ですね。それらのことについても雇用、先ほ

ど経済建設部長が言ったように、この緊急経

済対策というのは、委託や何かで委託に出し

て、そこで一時的に雇用するというのは、こ

のばらまきのやつやから、前にばらまき言う

て批判しましたけど、そのことじゃなくて、

ここでこういう問題が起こったときには関係

企業にやっぱりきちんと申し入れて、しかる

べき企業としての対処を求めるというのは、

太子町もそうですし、姫路市もやるべきこと

だと思いますね。一番多いんですから、その

関係して勤務したりする者が多いわけですか

ら、当然太子町も申し入れするということが

大事やと思うし、その姿勢が大事や思うんで

すけど、いかがですか。ほいで、太子町の関

係者何名ぐらいと把握してるんですかね、こ

れで。 

○議長（熊谷直行） 町長。 

○町長（首藤正弘） この東芝モバイル関係

でございますが、太子町の関係者、ちょっと

今正確な数字じゃないと思うんですが、

200名弱だという、ちょっと記憶にあるんで

すが、そのように思っております。 

 いろいろな申し入れでございますが、やは

り今企業のほうも厳しい、相当厳しいという

こともお聞きいたしておりますが、とりわけ

東芝の企業におきましても今現在は景気とい

いますか、いい事業種といいますと原子力発

電のアメリカでの受注、そうした大きなもの

が１点だけというようなことで、あと半導体

等々もやはりなかなか難しい時期に来ている

というようなことで、先ほどちょっと申し上

げましたが、省エネ等々エコの関係でそうし

た電池関係、そうしたものがものがまたにわ

かに沸騰してきているというようなことで、

シャープと三菱でしたか、合弁会社というよ

うなことも言われております。やはりそれぞ

れの、今の時点でのいい事業種、なかなか以

前のブラウン管のような長寿の事業というと

難しいというようなことはいつも聞いておる

んですが、いずれにしましても雇用面等々は

確保しなければいけないところでございま

す。こうした面におきましても隣の姫路市さ

んとも連携を図りながら要望等も続けていき

たいと、このように思います。 

 以上です。 

○議長（熊谷直行） 桜井議員。 

○桜井公晴議員 200名も関係するというた

ら大きいですからね。全体では930人とか言

われる、直接の従業員がね。ほいで、また関

連企業があるわけですから、大きな形になる

わけですから、姫路市とほんまに連携して、

企業にやっぱり従業員の意向を十分踏まえて

対応すると、こういうことを申し入れとくと

いうのは関係自治体としては当然のことやと

思いますので、その点強く求めておきたいと

思います。 

 それから、どないなっとうかな、時間は。 

（「13分」の声あり） 

 ふんふん、そう。ああ、そう、ないな。そ

したら、また後聞く機会がありますので。 

 次に、庁舎用地の関係で質問しとるんです

が、ここでも通告でも指摘をしておりますよ

うに、これはもう東芝の家族アパート、あそ

このとこなんですが、あきが出てもうほぼ入

っておられないようですが、あそこを庁舎用

地にしてはという声がやっぱりあるんです。

私もこのことを聞きまして、当然のことかな

あと思って、ここで今これは絶対やらなあか

んとは言いませんけれども、ちょうどその人

にも説明したのは、あそこはかつて町が文化

会館周辺を公共施設ゾーンとして位置づけを

したと。そして、当時には1,000万円近くの

お金を、財政をかけて市街地整備構想を、図

面もまだあるはずです、その市街地整備構想

図をつくって、こういう町をつくろうという

のを町が標榜したんですね。そうした経緯が

あるという説明もいたしました。それで、そ

のとき文化会館との兼ね合いと、それから庁

舎用地としても使って、公共施設として充実

させるということで、今までには議会として

もこういうこと、大型のことで修正案を出す

ということはしたことがなかったんですけど

も、その当時にはここを公共施設ゾーンとし
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て活用するようにと。といいますのは、駐車

場等についても共用ができるということで修

正案を出した経緯があるんですが、修正案は

可決されずに原案が可決されて、結局福祉会

館、これは今既に16億円をかけて福祉会館を

つくったわけですが、駐車場で難渋する状況

があると。それは、その後個人の土地を借り

て駐車場は拡充をしたけれども、やはり今も

歩道等に駐車をせざるを得ないような状況が

福祉会館にあると。これは分散は私は今もな

お失敗だったと思うんです。やっぱり太子町

のようにコンパクトにまとまった町域の町で

すから、主な公共施設を集中させるという取

り組みが合理的であったはずです。そういう

点から今の、先に言いました用地問題でもっ

ともやなあと思うんで私はあの土地の購入を

決めてはどうかと、そういうふうに思うん

で、私も思いますし、住民のおっしゃること

ももっともやなあと思うから、ここで町の見

解を問いたいと。ただ、庁舎問題というのは

町の財政問題と大きくかかわることでありま

すし、拙速は禁物でありますけれども、ここ

での建てかえというのは至難なことというふ

うに思います。そういう点から、駐車場等の

共有を含めて有効に活用できるところに用地

を求めるというのは一策だと思いますので、

町の基本的な考えをただしておきたいと思い

ます。 

○議長（熊谷直行） 町長。 

○町長（首藤正弘） 私も、この庁舎につき

ましては本当に大きな課題であるなというふ

うに思っております。また、そこへもって佐

用の今回の集中豪雨でのああした水害等々を

考えてみますと、安易にこれに取り組めるも

のでもないという思いがある中で、やはりし

っかりとした防災拠点も含めた庁舎建設を考

えなければいけない。また、その根幹となる

用地確保もしっかりやらないといけないと、

このように思っておりますが、今おっしゃっ

てます家族アパートの敷地につきましては、

平成14年、新庁舎整備の基本構想において候

補地の一つとして検討したところでございま

すが、今いみじくも議員おっしゃいましたよ

うに、ふるさと文化村の駐車場との併用とい

うのはなかなか難しい、狭隘であるというよ

うなことで、今のところあそこは断念という

ようなことで私は思っております。と申しま

すのも、家族アパートと、その北にまだ町が

借りておりました駐車場があったんですね、

それも含めて検討をしておりましたが、もう

既に北の駐車場は建築会社が買収いたしまし

て建屋が張りついております。今のところ家

族アパートのみというところで町にも声がか

かりましたが、なかなか今の財政状況の中、

難しいと。また、建屋等々の解体も含めます

と相当な費用を投入しなければならないとい

うなところで難しいというふうに判断したと

ころでございますが、いずれにしましてもそ

うした用地はしっかりと将来を見通して考え

ていきたいと思います。しかし、ここの用地

ももう既に決まりつつあるんではないかなと

いう情報も入ってきております。やはり今後

ともいろいろな面から広く検討をしていきた

いと、このように思います。 

 以上です。 

○議長（熊谷直行） 桜井議員。 

○桜井公晴議員 いや、今ちょっと町長どな

い言うたんですか。この用地も決まりつつあ

る。それ、どういうこと。いや、決まりつつ

あるというのは庁舎用地のこと言うとんです

か。ええっ。 

（町長首藤正弘「よそへ」の声あり） 

 ああ、あれがよそへという意味かいな。あ

あ、そら私の耳もね。そやけど、こういうふ

うに答弁聞いたら、用地も決まりつつある言

うたら、どこでどない決めよんかいなという

ことになりますやん。それで、私は何もこ

れ、住民が言うのももっともやな言うて私が

説明したというて言うたように、実際にはあ

れ以外、あれ以上のところを求めよう思た

ら、農協がいろいろやってそこの矢田部へ行

きましたやろ。結局はクボタさん、クボタ

の、クボタかいな、柳原さんのところへ入ろ

うというようなことで、あの辺をというて物
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色を最初したんですね。そやけども、うまく

話がまとまらんと、結局は阿曽のほうの話も

あったりして矢田部の、太子町の端っこへ行

ったわけやけど。そやけども、ここはほんま

にたまたま駐車場の、もちろんすべて購入し

た駐車場でないけれども、全体的には活用し

ていいところではないかと。もちろん北側の

用地がもう既に売却されてそうなってるとい

うことも踏まえて、今ああいう用地を押さえ

ておかないと後に、結局は建物建てるという

ことは借金を重ねるということですから、用

地を確保するっていうことのほうが今大事な

んじゃないかなと。別な経費を今かけて防災

拠点とかなんとかつくれと私は言うてませ

ん。いろいろ検討した結果でないといけませ

んから。ただ、あの用地は文化村構想、シビ

ックゾーン構想にも合致するとこであり、太

子町のように狭隘な面積の中でコンパクトに

まとまってるところとしてはああいうところ

しかないんじゃないかなあと私は思うんで

す。それらのことを含めて、今決まろうとし

とんなら話を、どの程度で、どのぐらいで、

どうなるんかわかりません、人の土地やか

ら。そんなわからんけれども、そんな話が決

まろうとしとんならどの程度で購入可能なん

かによってほんまに考え、土地ですからね、

土地の利用は後にできるわけですから、土地

を求めておいたらいいんじゃないかというこ

とでこの質問をいたしました。一度やっぱり

どの程度でどういうことになりよんか。ほい

で、人手に渡ったら次は高くなるか、もう全

くあっこは利用できなくなると、しもたこと

したということにならんではないと思うん

で、その辺は慎重にまた調査をした上で対応

する必要があるんではないかと思いますの

で、その点また後の質疑でもできると思いま

すけども、その点はどうですか。あっこはあ

かんという根拠は。共用ができない、ただ北

側の土地だけが狭いというようなことであっ

こはあかんということでは私はないと思うん

ですけどね。その辺はどんなですかね。私も

聞いて皆さんには説明、何人か複数の人が言

うとんで説明もせんなん思とんですわ。いか

がですか。 

○議長（熊谷直行） 町長。 

○町長（首藤正弘） 私自身は、あの家族ア

パートの北側の駐車場も含めて購入できるん

ならばということで東芝のほうにもかけ合っ

たこともございます。しかし、そのときには

もう既にバブルもはじけ、町財政も厳しくな

っていく中で、あの位置を、あの場所を、用

地を購入したからあそこに庁舎が建てられる

かというと、これもまだ狭隘であるなという

ような思いもし、今あの家族アパートだけを

という考えは持っていないところでございま

すが、これも安価であればそういうことも考

えられようと思いますが、しかし相当の用地

価格が提示されてるんではないかという思い

がしますが、一度、今どのような現状になっ

てるか、そういうところは確認をとりたい

と、このように思います。 

 以上です。 

○議長（熊谷直行） 桜井議員。 

○桜井公晴議員 ぜひそういう、よく調査を

して、必要な対応なら必要な対応をすると。

建物は私は今建てるのには反対ですけども、

必要とする用地を確保することについてはま

た必要な対応があってしかるべきと、このよ

うに思いますので、よく調査の上対応を求め

たいと思います。 

 それから、５番目の契約等の改善について

でありますが、この給食センターの改修工事

ではやはり予算の事前議決の原則を無視して

随意契約が問題になったわけでありますが、

しかも高値による契約になっておりまして、

最少の経費で最大の効果を上げるという、効

果を求めるという行政執行に逆行をすると。

やはり一層の改善が私は必要だと思うんです

が、その点と、原則として小規模工事以外で

は随意契約あるいは指名競争入札をやめて、

条件を付さない一般競争入札の実施に切りか

えるべきだと、このように思いますが、これ

までの取り組み等について、またこれからの

方向について説明を求めます。 
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○議長（熊谷直行） 総務部長。 

○総務部長（佐々木正人） 随意契約が地方

自治法の施行令に合致するものであるのであ

れば、それはそれで問題はなかろうかと思っ

ております。そうした中で、指名競争入札に

付する場合、また見積書を徴して競争させる

場合、いろんなケースがございますが、桜井

議員がおっしゃるように当然改めるべきとこ

ろは改めるという一層の改善が必要であろう

かと考えております。 

 町民からお預かりいたしました貴重な税金

という意識を持ちまして、一般競争入札や指

名競争入札、そして随意契約など、それぞれ

の利点を生かしながら、透明で公正な入札契

約制度の適正な執行に努めてまいりたいと思

います。 

 それとまた、職員の契約事務等そういった

ものに関しましての職員の資質の向上に向け

ても今後は努力していきたいと思っておりま

す。 

 以上です。 

○議長（熊谷直行） 桜井議員。 

○桜井公晴議員 実際に、さっきも随意契約

が必要なもの言うてね、ありますか。これは

もうこれ以外に考えられない、そしてまたこ

れしか、ここしかやっていないというような

ものじゃないですか。だから、そこらを勘違

いせんで対応してもらいたいと。ほいでま

た、大きな工事とか契約じゃないですわね、

法令等に基づいても。だから、それらのこと

はきちっと整理しておかないと、法令等に合

致する場合は別として言うて、それはそうい

う言い逃れはしたらあかんと思うんや。随意

契約は極力やめると。もう、だから私も万や

むを得ない場合以外はというて断って、何も

認めないということじゃありませんよ。しか

し、やむを得ない場合以外は、やむを得ない

場合は別として、すべてのことは透明性、公

平性を確保する一般競争入札にすべきやと、

こういうことで、どうしたらいいのかを毎度

考えないといけない。イタチごっこといいま

すけれども、この給食センターの場合も、先

ほども質疑がありましたが、こういう相見積

もりによって結局は、これすべてが所長の責

任かのように言うてますけども、これまでに

相見積もりをとる上で６社とか３社とか、こ

ういうところをとってきちっとせえよと言う

て、きちっとせえよと言うたかどうかは知り

ませんけども、そういう場合はこうするん

で、ほいで協議をしてここへ私は判断したと

いうて所長言うとうわけやね。だから、全体

的には所長、栗川君一人の責任にすりかえて

はいけないと。決裁をしてきたわけですか

ら、その点ははっきりさせていただいておか

ないとと思います。配線工事等については

99.6％でしょう。ほれから、床工事等につい

ては99.4％でしょう。 

○議長（熊谷直行） 桜井さん、あと２分で

すから、もうまとめて。もう１分。もう整理

して。 

○桜井公晴議員 ふん。まあ99.4％でしょ

う。それから、揖保線、これも。何でこない

なるんかという疑問がわいてくるのは、99％

が二工区、98.15％が三工区でしょ。おまけ

に最低制限価格を公表して高値ですからね。

もうだれかがこういうふうにしなさいと類推

しない、類推ということよう言いましたけど

も、類推しなさいと言わんばかりに、100で

とりなさいと言わんばかりのこれ入札です

よ。だから改善せなあかんと、そこにあるん

です。町のことで山陽の前田さんがこの下へ

来て、安く競争したい言う者ははじいとんが

なというてごっつう言よったったですわ。僕

もそうやと思うんですよ。やはり競争が大事

やと思うんで、そういうことによって無駄遣

いを省いていくべきやと。それと、昨日の議

決について、全体について、町の議会の、こ

のことについて町はどう受けとめとるか、こ

の際説明を求めます。 

○議長（熊谷直行） 副町長。 

○副町長（八幡儀則） 町の議決といいます

か、今おっしゃいますのは地方自治法でござ

います議決権を侵してるんではないかという

ご趣旨ではないかと思います。 
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 先ほど来教育委員会のほうから説明があり

ましたように、そういったことを誤った方向

で発注してしまったということは認めており

ますといいますか、申しわけないということ

で陳謝申し上げているところでございます。 

 議員のおっしゃる、いわゆる一般競争入札

ですべきであるとか、あるいは随契について

のいろんな、少額のみにするべきであるとい

うご意見ではございますが、もちろんそうい

ったこともございますが、随意契約も一つの

地方自治法の施行令で例外的ではございます

が認められたものでございますので、どこの

市役所においてもそういったことを、いわゆ

る厳しくですが、取り扱っているところでご

ざいますので、すべてを一般競争入札にする

というのは、これは難しいのではないかと思

いますし、また一般競争入札ということにな

れば制限、今は制限つきをしておりますが、

従来から言ってます、やはり太子町で税金を

納めておられる業者のことも考えますと、あ

る程度のことを考えなければいけないのでは

ないかというのを私どもいつも考えていると

ころでございます。したがいまして、議員が

おっしゃる一般競争入札というところで執行

するということは、すべてをそういうことに

していくということは非常に難しいのではな

いかというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） 桜井議員。 

○桜井公晴議員 答えないけれども、後また

今度総括で同じこと言います。そのことに触

れておきます。終わります。 

○議長（熊谷直行） 以上で桜井公晴議員の

一般質問は終わりました。 

 これで一般質問を終わります。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第２ 請願第４号 自主共済制度を 

       保険業法の適用除外とするこ 

       とを求める請願 

  日程第３ 請願第５号 中小業者の自家 

       労賃を必要経費として認める 

       ことを求める請願 

○議長（熊谷直行） 日程第２、請願第４号

自主共済制度を保険業法の適用除外とするこ

とを求める請願及び日程第３、請願第５号中

小業者の自家労賃を必要経費として認めるこ

とを求める請願を一括議題とします。 

 ただいま上程中の請願第４号及び請願第５

号は、会議規則第92条第１項の規定により、

お手許に配付いたしました請願付託表のとお

り総務常任委員会に審査を付託します。 

 以上で本日の日程は全部終了しました。 

 次の本会議は９月８日午前10時から再開し

ます。 

 本日はこれで散会します。 

（散会 午後３時44分） 

 


